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目 次 ○数字はページ数
第一 はじめに

──「老齢加算制度の廃止」についての原告主張・被告反論の対立の構図──②

１ 原告・第二準備書面における主張の要諦②

２ 被告・第二準備書面における反論と原告主張との全体的な対応関係②

３ 「老齢加算制度廃止の根拠の不合理性」の論点についての原告主張

・被告反論の対立の構図②

（１）生活扶助基準における「加算」の位置付けと特別需要の存否
──争いのない前提と争点②

（２）原告らの主張ー「特別需要」についての検証の不合理性②

（３）被告らの反論と原告主張との対応関係②

４ 小 括③

第二 「保護基準の改定」及び「社会経済情勢の変化」に対して

（被告・第二準備書面「第一」、「第二」への反論）③

１ 「保護基準の改定」及び「社会経済情勢の変化」の被告らの主張における

位置づけ③

（１）「特別需要の消失」の要因としての位置づけ五③

（２）従来の検証手法との相異の「合理性」を基礎付ける理由としての位置づけ④

２ 「保護基準の改定」に対して④

３ 「社会経済情勢の変化」に対して④

第三 「専門委員会の検証手法の妥当性」に対して

（被告・第二準備書面「第三」への再反論）⑤

１ 「消費支出の比較による基準検証の妥当性」に対して⑤

（１）要保護者の「需要」と「消費支出」⑤

（２）高齢者世帯の消費支出は抑制されている⑤

（３）「一般国民の平均と比較すべきとの主張」について⑥

（４）小 括⑥

２ 「従来の検証手法と異なるとの主張について」に対して⑥

（１）本件検証手法と従来の検証手法⑥

（２）従来の検証手法に対する被告らの見解⑦
（３）被告らの主張とその非論理性・不合理性⑦

（４）消費構造の比較検討の必要性⑧

（５）支出総額の比較に関して⑧

（６）七〇歳以上と六〇歳代との比較の不合理性⑨

３ 「全国消費実態調査の特別集計について」に対して⑨

（１）「原告らの全国消費実態調査の独自集計結果」について⑨

（２）可処分所得と消費支出額の関係について⑨

４ 「特別需要の未充足について」及び

「高齢者に対する第一類費の著しい抑制について」に対して⑩

（１）原告らの主張と齟齬する被告らの「反論」⑩

（２）「特別需要の未充足について」に対して⑩

（３）「高齢者に対する第一類費の著しい抑制について」に対して⑩

５ 「被保護高齢者世帯の消費実態」に対して⑩

（１）はじめに⑩

（２）「翌月への繰越金」について⑪

（３）生活保護費は毎月均等に消費されるものではないこと⑪

（４）小 括⑪

第四 「専門委員会手続の妥当性」に対して

（被告・第二準備書面「第四」に対する再反論）⑪

１ 最初から結論ありきの検討経過⑪

（１）被告らの主張⑪

（２）被告らの主張の失当性⑪
２ 専門委員会における老齢加算の検討経過⑫

（１）被告らの「反論」は的外れである⑫

（２）老齢加算の廃止に「賛成する意見」について⑫

３ 中間取りまとめのただし書⑬

（１）「文理」について⑬

（２）被告ら主張の「専門委員会における審議経過」について⑬

（３）ただし書が加えられた経緯⑬

（４）「裁量権の範囲内」との主張に対して⑭

ペ
ー
ジ
数
を
圧
縮
し
て
作
成
し
て
い
る
た

め
、
本
文
の
各
所
で
指
定
さ
れ
て
い
る
原

告
準
備
書
面
の
頁
数
は
役
立
た
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
ご
注
意
下
さ
い
。
（
都
生
連
）



第
一

は
じ
め
に

…
…
「
老
齢
加
算
制
度
の
廃
止
」
に
つ
い
て
の

原
告
主
張
・
被
告
反
論
の
対
立
の
構
図

…
…

被
告
・
第
二
準
備
書
面
は
、
原
告
・
第
一
準
備

書
面
（
老
齢
加
算
制
度
の
創
設
・
発
展
・
維
持
）

及
び
原
告
・
第
二
準
備
書
面
（
老
齢
加
算
制
度

の
廃
止
）
に
対
す
る
反
論
と
し
て
提
出
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
が
、
老
齢
加
算
制
度
の
創
設
・

発
展
・
維
持
に
つ
い
て
は
、
被
告
・
第
二
準
備

書
面
の
主
張
は
原
告
・
第
一
準
備
書
面
の
主
張

と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
（
被
告
・
第
二
準
備
書
面

13
、
15
、
16
〜
17
頁
）
、
そ
の
反
論
は
、
原
告
・

第
二
準
備
書
面
（
老
齢
加
算
制
度
の
廃
止
）
に

対
し
て
、
専
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
「
老
齢
加
算
制
度
の
廃
止
」

に
つ
い
て
の
、
原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
主
張

と
被
告
・
第
二
準
備
書
面
の
反
論
と
の
対
立
の

構
図
を
整
理
し
て
概
観
し
て
お
く
。

１

原
告
・
第
二
準
備
書
面
に
お
け
る
主
張
の

要
諦

原
告
ら
は
、
原
告
・
第
二
準
備
書
面
に
お
い
て
、

老
齢
加
算
制
度
の
廃
止
に
つ
き
、
大
別
し
て
三

つ
の
不
合
理
性
を
論
点
と
し
て
指
摘
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
き
詳
論
し
た
。

す
な
わ
ち
、
第
一
の
論
点
は
「
老
齢
加
算
制
度

廃
止
の
根
拠
の
不
合
理
性
」
（
原
告
・
第
二
準

備
書
面
の
第
３
）
、
第
二
の
論
点
は
「
代
替
措

置
な
き
老
齢
加
算
制
度
廃
止
の
不
合
理
性
」

（
同
第
４
）
、
第
三
の
論
点
は
「
老
齢
加
算
制

度
廃
止
の
手
続
の
不
合
理
性
」
（
同
第
５
）
で

あ
る
。

２

被
告
・
第
二
準
備
書
面
に
お
け
る
反
論
と

原
告
主
張
と
の
全
体
的
な
対
応
関
係

原
告
・
第
二
準
備
書
面
が
論
述
し
た
上
記
の
よ

う
な
三
つ
の
不
合
理
性
の
論
点
に
対
し
て
の
、

被
告
・
第
二
準
備
書
面
の
反
論
の
全
体
的
な
対

応
関
係
は
、
便
宜
上
、
対
応
関
係
の
明
確
な
も

の
か
ら
述
べ
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

①
上
記
第
三
の
論
点
で
あ
る
「
老
齢
加
算
制
度

廃
止
の
手
続
の
不
合
理
性
」
（
原
告
・
第
二
準

備
書
面
の
第
５
）
に
対
し
て
は
、
被
告
・
第
二

準
備
書
面
の
「
第
４
専
門
委
員
会
手
続
の
妥
当

性
」
が
対
応
す
る
反
論
と
な
っ
て
い
る
。

②
上
記
第
二
の
論
点
で
あ
る
「
代
替
措
置
な
き

老
齢
加
算
制
度
廃
止
の
不
合
理
性
」
（
原
告
・

第
二
準
備
書
面
の
第
４
）
に
対
し
て
は
、
被
告
・

第
二
準
備
書
面
の
第
３
の
「
４
特
別
需
要
の
未

充
足
と
の
主
張
に
つ
い
て
」
（
30
頁
）
及
び

「
５
高
齢
者
に
対
す
る
第
一
類
費
の
著
し
い
抑

制
が
あ
っ
た
と
の
主
張
に
つ
い
て
」
（
30
〜
31

頁
）
が
一
応
対
応
す
る
反
論
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
反
論
は
、
被
告
・
第
二
準

備
書
面
の
「
第
３
専
門
委
員
会
の
検
証
手
法
の

妥
当
性
」
の
項
目
の
細
目
と
し
て
論
述
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
同
「
第
３
専
門
委
員
会
の
検
証

手
法
の
妥
当
性
」
は
、
上
記
第
１
の
論
点
で
あ

る
「
老
齢
加
算
制
度
廃
止
の
根
拠
の
不
合
理
性
」

（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第
３
）
に
対
す
る

反
論
項
目
で
あ
る
た
め
、
上
記
の
被
告
ら
の
反

論
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
上
記
第
２
の
論
点

で
あ
る
「
代
替
措
置
な
き
老
齢
加
算
制
度
廃
止

の
不
合
理
性
」
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第

４
）
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
、
原
告
ら
の
主

張
と
か
み
合
わ
な
い
、
的
外
れ
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
。

③
上
記
の
第
一
の
論
点
で
あ
る
「
老
齢
加
算
制

度
廃
止
の
根
拠
の
不
合
理
性
」
（
原
告
・
第
２

準
備
書
面
の
第
３
）
に
対
し
て
は
、
被
告
・
第

二
準
備
書
面
の
う
ち
、
以
上
に
指
摘
し
た
以
外

の
部
分
が
対
応
す
る
反
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

３

「
老
齢
加
算
制
度
廃
止
の
根
拠
の
不
合
理

性
」
の
論
点
に
つ
い
て
の
原
告
主
張
・
被
告
反

論
の
対
立
の
構
図

原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
主
張
と
被
告
・
第
二

準
備
書
面
の
反
論
と
の
全
体
的
な
対
応
関
係
は

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
上
記
の
第
一
の
論

点
で
あ
る
「
老
齢
加
算
制
度
廃
止
の
根
拠
の
不

合
理
性
」
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第
３
）

に
つ
い
て
、
原
告
主
張
・
被
告
反
論
の
対
立
の

構
図
を
も
う
少
し
詳
し
く
概
観
す
る
と
、
次
の

と
お
り
と
な
る
。

（
１
）
生
活
扶
助
基
準
に
お
け
る
「
加
算
」
の

位
置
付
け
と
特
別
需
要
の
存
否
ー
争
い
の
な
い

前
提
と
争
点

生
活
扶
助
基
準
が
、
大
別
し
て
、
「
基
準
生
活

費
」
（
第
一
類
費
、
第
二
類
費
）
と
「
加
算
」

と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
加
算
が
「
基
準
生
活

費
で
は
配
慮
さ
れ
て
い
な
い
個
別
的
な
特
別
需

要
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
原
告
・

被
告
間
で
争
い
が
な
い
前
提
で
あ
る
（
原
告
・

第
二
準
備
書
面
24
〜
25
頁
、
31
頁
、
被
告
・
第

一
準
備
書
面
20
〜
21
頁
）
。

原
告
・
被
告
間
で
の
争
点
は
、
高
齢
者
加
算
に

対
応
す
る
「
特
別
需
要
」
の
存
否
で
あ
り
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
検
証
の
合
理
性
の
有
無
で
あ
る
。

（
２
）
原
告
ら
の
主
張
ー
「
特
別
需
要
」
に
つ

い
て
の
検
証
の
不
合
理
性

原
告
ら
は
、
原
告
・
第
二
準
備
書
面
に
お
い
て
、

高
齢
者
加
算
に
対
応
す
る
「
特
別
需
要
」
の
有

無
に
つ
い
て
の
今
回
の
検
証
方
法
（
本
件
検
証

手
法
）
に
つ
き
、
大
要
、
次
の
三
つ
の
不
合
理

性
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
詳
論
し
た
。

ア
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
不
合
理
性

第
一
は
、
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
不
合

理
性
で
あ
る
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第
３

の
２
（
三
）
イ
）
。

す
な
わ
ち
、
昭
和
五
五
年
「
中
間
的
と
り
ま
と

め
」
、
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
で
行
な
わ

れ
た
「
消
費
構
造
の
比
較
検
討
」
と
い
う
検
証

方
法
（
従
来
の
検
証
手
法
）
が
、
今
回
は
行
な

わ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
不
合
理
性
で
あ
る
。

イ
本
件
検
証
手
法
の
不
合
理
性

第
二
は
、
本
件
検
証
手
法
の
不
合
理
性
で
あ
る

（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第
３
の
２
）
。

す
な
わ
ち
、
今
回
の
検
証
手
法
で
あ
る
「
消
費

支
出
額
（
全
体
）
の
比
較
に
よ
り
（
特
別
）
需

要
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
」
の
不
合
理
性
で

あ
る
。

ウ
本
件
検
証
資
料
（
乙
九
）
の
不
合
理
性

第
三
は
、
本
件
検
証
資
料
（
乙
九
）
の
不
合
理

性
で
あ
る
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第
３
の

３
）
。

す
な
わ
ち
、
今
回
の
検
証
資
料
で
あ
る
「
全
国

消
費
実
態
調
査
の
特
別
集
計
（
乙
九
）
」
に
関

す
る
不
合
理
性
で
あ
る
。

（
３
）
被
告
ら
の
反
論
と
原
告
主
張
と
の
対
応

関
係

原
告
・
第
二
準
備
書
面
が
論
述
し
た
上
記
の
よ

う
な
三
つ
の
不
合
理
性
に
対
し
て
の
、
被
告
・

第
二
準
備
書
面
の
反
論
の
対
応
関
係
は
、
次
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ア
「
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
不
合
理
性
」

に
対
す
る
被
告
ら
の
反
論

上
記
ア
の
「
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
」
の

原
告
主
張
に
対
し
て
は
、
被
告
・
第
二
準
備
書

面
の
第
３
の
「
２
従
来
の
検
証
手
法
と
異
な
る

と
の
主
張
に
つ
い
て
」
が
直
接
に
対
応
す
る
反

論
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
被
告
ら
は
、
「
専
門
委
員
会
に
お
い

て
は
、
昭
和
五
八
年
当
時
に
お
け
る
検
証
方
法

と
同
じ
方
法
に
よ
る
検
証
は
行
っ
て
い
な
い
」

2



と
述
べ
て
、
「
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
」

に
つ
い
て
は
認
め
た
う
え
で
、
「
専
門
委
員
会

が
二
〇
年
前
と
同
一
の
手
法
に
よ
る
検
証
を
採

用
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
検
証
結

果
に
合
理
性
が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と

反
論
し
て
い
る
（
25
頁
）
。

従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
「
合
理
性
」
を

基
礎
付
け
る
理
由
に
つ
い
て
、
被
告
ら
の
主
張

は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
が
、
被
告
・
第
二

準
備
書
面
の
第
１
の
「
５
ま
と
め
」
（
11
〜
12

頁
）
、
第
２
の
３
の
「
（
４
）
小
括
」
（
20
頁
）
、

第
２
の
「
４
ま
と
め
」
（
20
〜
21
頁
）
の
各
論

述
を
も
総
合
す
る
と
、
被
告
ら
は
、
「
保
護
基

準
の
改
定
（
改
善
）
」
と
「
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
」
を
、
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
の

「
合
理
性
」
を
基
礎
付
け
る
理
由
と
し
て
い
る

も
の
と
読
み
取
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第
１
、

第
２
で
展
開
さ
れ
て
い
る
、
「
保
護
基
準
の
改

定
」
、
「
生
活
扶
助
基
準
の
変
遷
」
及
び
「
社

会
経
済
情
勢
の
変
化
」
に
関
す
る
論
述
は
、
従

来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
「
合
理
性
」
を
基

礎
付
け
る
理
由
を
敷
衍
・
詳
述
す
る
も
の
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

イ
「
本
件
検
証
手
法
の
不
合
理
性
」
に
対
す
る

被
告
ら
の
反
論

上
記
イ
の
「
本
件
検
証
手
法
の
不
合
理
性
」
の

原
告
主
張
に
対
し
て
は
、
被
告
・
第
二
準
備
書

面
の
第
３
の
「
１
消
費
支
出
の
比
較
に
よ
る
基

準
検
証
の
妥
当
性
」
が
対
応
す
る
反
論
と
な
っ

て
い
る
。

な
お
、
被
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第
１
の
「
４

被
保
護
高
齢
者
世
帯
の
消
費
実
態
」
の
論
述
は
、

「
老
齢
加
算
が
消
費
さ
れ
ず
貯
蓄
に
回
っ
て
い

る
」
旨
の
主
張
で
あ
る
が
（
10
〜
11
頁
）
、
こ

れ
は
、
被
告
・
第
一
準
備
書
面
で
は
主
張
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
原
告
・
第
二
準

備
書
面
に
対
す
る
反
論
で
は
な
く
、
被
告
ら
の

新
た
な
主
張
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ウ
「
本
件
検
証
資
料
（
乙
九
）
の
不
合
理
性
」

に
対
す
る
被
告
ら
の
反
論

上
記
ウ
の
「
本
件
検
証
資
料
（
乙
九
）
の
不
合

理
性
」
の
原
告
主
張
に
対
し
て
は
、
被
告
・
第

二
準
備
書
面
の
第
３
の
「
３
全
国
消
費
実
態
調

査
の
特
別
集
計
に
つ
い
て
」
が
対
応
す
る
反
論

と
な
っ
て
い
る
。

４

小
括

以
上
が
、
「
老
齢
加
算
制
度
の
廃
止
」
に
つ
い

て
の
、
原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
主
張
と
被
告
・

第
二
準
備
書
面
の
反
論
と
の
対
立
の
構
図
の
概

観
で
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
被
告
・
第
二
準
備
書
面
に

対
す
る
原
告
ら
の
再
反
論
を
、
便
宜
上
形
式
的

に
は
被
告
・
第
二
準
備
書
面
の
論
述
順
序
に
原

則
と
し
て
従
い
な
が
ら
も
、
内
容
的
に
は
上
述

し
た
対
立
の
構
図
の
概
観
を
踏
ま
え
て
行
っ
て

い
く
。

第
二
「
保
護
基
準
の
改
定
」
及
び
「
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
」
に
対
し
て
（
被
告
・
第
二
準
備

書
面
「
第
１
」
、
「
第
２
」
へ
の
反
論
）

１

「
保
護
基
準
の
改
定
」
及
び
「
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
」
の
被
告
ら
の
主
張
に
お
け
る
位

置
づ
け

（
１
）
「
特
別
需
要
の
消
失
」
の
要
因
と
し
て

の
位
置
づ
け

「
保
護
基
準
の
改
定
」
と
「
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
」
に
つ
い
て
、
被
告
ら
は
、
被
告
・
第
二

準
備
書
面
の
中
で
、
以
下
の
と
お
り
論
述
し
て

い
る
。

ま
ず
、
第
一
の
「
５
ま
と
め
」
に
お
い
て
、
次

の
と
お
り
論
じ
て
い
る
。

「
数
次
に
わ
た
る
基
準
改
定
に
よ
っ
て
保
護
基

準
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
消
費
者
物

価
の
下
落
な
ど
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
並
び

に
一
般
低
所
得
高
齢
者
世
帯
及
び
被
保
護
高
齢

者
世
帯
の
消
費
実
態
か
ら
み
て
、
七
〇
歳
以
上

の
高
齢
者
に
当
時
の
老
齢
加
算
に
相
当
す
る
だ

け
の
特
別
な
需
要
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」

（
11
〜
12
頁
）
。

ま
た
、
第
２
の
「
４
ま
と
め
」
に
お
い
て
は
、

さ
ら
に
詳
し
く
、
次
の
と
お
り
論
述
し
て
い
る
。

「
老
齢
加
算
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、
老
齢
福
祉

年
金
の
創
設
が
直
接
の
契
機
で
あ
る
が
、
当
時

の
基
準
生
活
費
が
、
肉
体
的
生
存
に
不
可
欠
の

栄
養
所
要
量
ぎ
り
ぎ
り
で
算
定
さ
れ
て
お
り
、

低
劣
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
特
に
社
会

的
弱
者
で
あ
る
高
齢
者
に
は
こ
の
基
準
の
み
で

は
生
活
保
護
世
帯
の
生
活
需
要
を
賄
う
の
に
十

分
で
な
く
、
保
護
費
の
上
乗
せ
を
図
る
必
要
が

あ
る
と
の
判
断
に
立
っ
て
、
高
齢
者
の
生
活
実

態
に
特
有
の
消
費
が
特
別
需
要
と
し
て
認
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
高
度
経
済
成
長
を
背
景
に
一
般
国
民

の
生
活
水
準
と
の
格
差
縮
小
が
政
策
課
題
と
な

り
、
エ
ン
ゲ
ル
方
式
又
は
格
差
縮
小
方
式
に
よ

る
基
準
改
定
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
昭

和
五
八
年
意
見
具
申
の
こ
ろ
に
は
基
準
生
活
費

自
体
が
お
お
む
ね
妥
当
な
水
準
に
達
し
た
。

一
方
、
我
が
国
の
経
済
は
、
平
成
二
年
（
一
九

九
〇
年
）
一
〇
月
の
バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
り
生
じ

た
一
九
九
〇
年
代
の
長
引
く
不
況
の
影
響
か
ら
、

一
般
国
民
の
消
費
水
準
は
低
下
す
る
と
と
も
に
、

デ
フ
レ
状
況
に
な
っ
た
。

保
護
基
準
は
一
般
国
民
の
生
活
水
準
と
の
関
係

で
相
対
的
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
の

よ
う
な
社
会
経
済
情
勢
の
変
遷
と
保
護
基
準
の

改
定
と
を
背
景
に
、
専
門
委
員
会
に
お
い
て
二

〇
年
ぶ
り
に
基
準
の
本
格
的
見
直
し
を
行
い
、

一
般
の
高
齢
世
帯
に
は
七
〇
歳
以
上
に
な
る
と

六
〇
歳
代
と
比
べ
て
消
費
支
出
が
増
加
す
る
状

況
は
認
め
ら
れ
ず
、
か
つ
、
一
般
の
高
齢
世
帯

と
の
比
較
に
お
い
て
基
準
生
活
費
が
一
般
の
高

齢
低
所
得
世
帯
の
消
費
支
出
と
均
衡
し
て
お
り
、

加
算
の
な
い
基
準
生
活
費
の
水
準
で
妥
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
老
齢
加
算
は
廃

止
す
べ
き
と
の
結
論
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
」

（
20
〜
21
頁
）
。

以
上
の
よ
う
な
論
述
を
み
る
と
、
被
告
ら
は
、

「
保
護
基
準
の
改
定
」
と
「
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
」
を
、
高
齢
者
加
算
に
対
応
す
る
「
特
別

需
要
の
消
失
」
の
要
因
と
し
て
論
じ
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。

「
保
護
基
準
の
改
定
」
と
「
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
」
が
要
因
と
な
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て

「
特
別
需
要
の
消
失
」
に
結
び
つ
い
て
い
く
の

か
、
被
告
ら
の
主
張
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な

い
が
、
上
記
の
論
述
か
ら
、
被
告
ら
の
言
わ
ん

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
概
要
次
の
よ
う
な
こ
と
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
老
齢
加
算
を
含
め
、
『
特
別
需

要
』
と
は
、
基
準
生
活
費
で
カ
バ
ー
さ
れ
な
い

需
要
で
あ
っ
て
、
当
該
加
算
対
象
者
の
最
低
生

活
に
必
要
な
も
の
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
性
質

か
ら
、
そ
の
需
要
の
有
無
は
、
基
準
生
活
費
と

の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
」

（
12
頁
）
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
①
数

次
に
わ
た
る
「
保
護
基
準
の
改
定
」
に
よ
り
保

護
基
準
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、

基
準
生
活
費
が
十
分
な
水
準
に
達
し
た
こ
と
、

②
他
方
で
、
家
計
消
費
、
賃
金
、
物
価
が
と
も

に
下
落
し
デ
フ
レ
状
況
に
な
る
（
18
〜
19
頁
、

20
頁
）
と
い
う
「
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
」
に
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よ
り
、
一
般
国
民
の
消
費
水
準
な
い
し
生
活
水

準
が
下
が
っ
て
き
た
こ
と
、
こ
の
①
②
が
相
ま
っ

て
、
「
老
齢
加
算
に
相
当
す
る
特
別
需
要
が
消

失
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
老
齢
加

算
に
相
当
す
る
特
別
需
要
が
消
失
し
た
」
と
い

う
の
が
、
「
一
般
国
民
の
消
費
水
準
な
い
し
生

活
水
準
が
下
が
っ
て
き
て
、
特
別
需
要
そ
れ
自

体
が
消
失
し
た
」
と
い
う
意
味
な
の
か
、
「
特

別
需
要
そ
れ
自
体
は
あ
る
が
、
基
準
生
活
費
が

十
分
な
水
準
に
達
し
た
こ
と
に
よ
り
、
老
齢
加

算
が
な
く
と
も
基
準
生
活
費
で
特
別
需
要
が
カ

バ
ー
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
味
な

の
か
、
両
方
の
意
味
を
含
む
の
か
は
、
被
告
ら

の
主
張
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
。
も
っ
と
も
、

被
告
ら
は
、
検
証
手
法
と
し
て
、
従
前
の
「
消

費
構
造
の
比
較
検
討
」
に
よ
り
特
別
需
要
の
有

無
を
個
別
の
費
目
ご
と
に
検
証
す
る
と
い
う
方

法
を
取
っ
て
お
ら
ず
、
「
消
費
支
出
額
（
全
体
）

の
比
較
」
と
い
う
検
証
手
法
し
か
取
っ
て
い
な

い
の
で
、
特
別
需
要
そ
れ
自
体
の
有
無
に
言
及

で
き
な
い
と
い
う
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
の
意
味
に
せ
よ
、
被
告
ら
は
、
「
保
護

基
準
の
改
定
」
と
「
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
」

を
、
高
齢
者
加
算
に
対
応
す
る
「
特
別
需
要
の

消
失
」
の
要
因
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
「
合
理

性
」
を
基
礎
付
け
る
理
由
と
し
て
の
位
置
づ
け

さ
ら
に
、
被
告
ら
は
、
被
告
・
第
二
準
備
書
面

の
第
三
の
「
２
従
来
の
検
証
手
法
と
異
な
る
と

の
主
張
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り

論
述
し
て
い
る
。

「
専
門
委
員
会
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
八
年
当

時
に
お
け
る
検
証
方
法
と
同
じ
方
法
に
よ
る
検

証
は
行
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
上
記
第
２
で
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
和

五
八
年
か
ら
二
〇
年
が
経
過
し
、
取
り
巻
く
社

会
経
済
情
勢
が
著
し
く
異
な
る
中
で
、
ま
さ
に

国
民
生
活
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
応
じ
た

加
算
の
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

専
門
委
員
会
に
お
い
て
は
、
後
述
す
る
全
国
消

費
実
態
調
査
の
特
別
集
計
を
基
に
、
合
理
的
と

考
え
ら
れ
る
手
法
に
よ
り
検
証
を
行
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
妥
当
性
は
こ
れ
ま
で
主
張
し
て

き
た
と
お
り
で
あ
る
。
専
門
委
員
会
が
二
〇
年

前
と
同
一
の
手
法
に
よ
る
検
証
を
採
用
し
な
か
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
検
証
結
果
に
合
理
性

が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
（
25
頁
）
。

被
告
ら
は
、
特
別
需
要
の
検
証
方
法
に
つ
き
、

昭
和
五
五
年
「
中
間
的
と
り
ま
と
め
」
、
昭
和

五
八
年
「
意
見
具
申
」
で
行
な
わ
れ
た
「
消
費

構
造
の
比
較
検
討
」
と
い
う
検
証
方
法
を
、
今

回
は
取
っ
て
お
ら
ず
、
原
告
ら
は
こ
の
「
従
来

の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
不
合
理
性
」
を
主
張

し
て
い
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
上
記
論
述
の

文
脈
か
ら
は
、
被
告
ら
が
、
「
保
護
基
準
の
改

定
」
と
「
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
」
を
（
少
な

く
と
も
後
者
を
）
、
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相

異
の
「
合
理
性
」
を
基
礎
付
け
る
理
由
に
も
し

て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

２
「
保
護
基
準
の
改
定
」
に
対
し
て

被
告
ら
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
老
齢
加
算
創
設

当
時
の
「
基
準
生
活
費
が
、
肉
体
的
生
存
に
不

可
欠
の
栄
養
所
要
量
ぎ
り
ぎ
り
で
算
定
さ
れ
て

お
り
、
低
劣
で
あ
っ
た
」
こ
と
に
か
ん
が
み
、

特
別
需
要
が
認
め
ら
れ
た
が
、
「
そ
の
後
、
高

度
経
済
成
長
を
背
景
に
一
般
国
民
の
生
活
水
準

と
の
格
差
縮
小
が
政
策
課
題
と
な
り
、
エ
ン
ゲ

ル
方
式
又
は
格
差
縮
小
方
式
に
よ
る
基
準
改
定

が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
昭
和
五
八
年
意

見
具
申
の
こ
ろ
に
は
基
準
生
活
費
自
体
が
お
お

む
ね
妥
当
な
水
準
に
達
し
た
」
こ
と
を
も
っ
て
、

「
特
別
需
要
の
消
失
」
の
要
因
な
い
し
「
従
来

の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
合
理
性
」
の
根
拠
と

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
被
告
ら
は
、
老
齢
加
算
創
設
当

時
（
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
年
）
）
の
こ
と

か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
そ
の
後
、
昭
和
五
八
年

「
意
見
具
申
」
に
至
る
ま
で
の
「
保
護
基
準
の

改
定
」
に
よ
る
「
基
準
生
活
費
の
水
準
の
引
き

上
げ
」
に
よ
り
、
あ
た
か
も
、
特
別
需
要
が

「
消
失
」
し
た
か
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
件
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、

昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
当
時
に
確
認
さ
れ

た
「
特
別
需
要
」
が
、
そ
の
後
に
「
消
失
」
し

た
と
認
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
ら
が
論
述
し
て
い
る
と
こ

ろ
の
、
老
齢
加
算
創
設
当
時
か
ら
昭
和
五
八
年

「
意
見
具
申
」
に
至
る
ま
で
の
「
保
護
基
準
の

改
定
」
に
よ
る
「
基
準
生
活
費
の
水
準
の
引
き

上
げ
」
は
、
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
以
後

の
「
特
別
需
要
の
消
失
」
の
要
因
な
い
し
「
従

来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
合
理
性
」
の
根
拠

と
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
以
後

の
「
保
護
基
準
の
改
定
」
や
「
基
準
生
活
費
の

水
準
の
推
移
」
が
、
同
「
意
見
具
申
」
以
後
の

「
特
別
需
要
の
消
失
」
の
要
因
な
い
し
「
従
来

の
検
証
方
法
と
の
相
異
の
合
理
性
」
の
根
拠
と

な
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
当
時
の
保
護
基
準

の
改
定
方
式
は
格
差
縮
小
方
式
で
あ
っ
た
が
、

同
「
意
見
具
申
」
に
お
い
て
は
、
「
現
在
の
生

活
扶
助
水
準
は
、
一
般
国
民
の
消
費
実
態
と
の

均
衡
上
ほ
ぼ
妥
当
な
水
準
に
達
し
て
い
る
」
と

評
価
さ
れ
（
乙
七
）
、
翌
昭
和
五
九
年
度
よ
り

水
準
均
衡
方
式
が
採
用
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て

い
る
。

そ
し
て
、
現
在
の
基
準
生
活
費
の
水
準
に
関
し

て
は
、
今
般
の
専
門
委
員
会
の
報
告
で
も
「
水

準
は
基
本
的
に
妥
当
」
と
評
価
さ
れ
て
お
り

（
乙
二
〇
・
３
頁
）
、
昭
和
五
八
年
当
時
と
平

成
一
五
年
時
点
と
で
、
そ
の
評
価
に
特
段
の
変

化
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
か

ら
平
成
一
五
年
時
点
に
至
る
ま
で
の
「
保
護
基

準
の
改
定
」
や
「
基
準
生
活
費
の
水
準
の
推
移
」

も
、
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
以
後
の
「
特

別
需
要
の
消
失
」
の
要
因
な
い
し
「
従
来
の
検

証
手
法
と
の
相
異
の
合
理
性
」
の
根
拠
と
は
な

り
得
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
第
３
の

「
２
『
従
来
の
検
証
手
法
と
異
な
る
と
の
主
張

に
つ
い
て
』
に
対
し
て
」
の
項
目
で
、
さ
ら
に

敷
衍
し
て
詳
述
す
る
。

３
「
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
」
に
対
し
て

被
告
ら
は
、
被
告
・
第
二
準
備
書
面
の
中
で
、

平
成
二
年
（
一
九
九
〇
年
）
一
〇
月
の
バ
ブ
ル

崩
壊
以
降
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
と
し
て
、

①
一
般
勤
労
世
帯
の
賃
金
及
び
家
計
収
支
の
減

少
、
②
一
世
帯
当
た
り
の
平
均
所
得
の
減
少
、

③
消
費
者
物
価
の
下
落
を
挙
げ
て
い
る
（
18
〜

19
頁
）
。

し
か
し
、
ま
ず
第
一
に
、
被
告
ら
は
、
こ
の
よ

う
な
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
が
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
し
て
「
特
別
需
要
の
消
失
」
の
要
因
な

い
し
「
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異
の
合
理
性
」

の
根
拠
と
な
り
得
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
何
ら

述
べ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

第
二
に
、
被
告
ら
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
経
済
情

勢
の
変
化
に
よ
り
、
一
般
国
民
の
消
費
水
準
な

い
し
生
活
水
準
が
下
が
っ
て
き
た
こ
と
に
触
れ

て
い
る
が
、
現
行
の
水
準
均
衡
方
式
は
個
人
消

4



費
の
伸
び
に
準
拠
し
て
翌
年
度
の
改
定
率
を
算

定
し
（
16
頁
）
、
ま
た
、
老
齢
加
算
は
昭
和
五

九
年
か
ら
第
一
類
費
に
対
応
す
る
品
目
の
消
費

者
物
価
の
伸
び
に
準
拠
し
て
改
定
さ
れ
て
い
た

の
で
（
17
頁
）
、
被
告
が
挙
げ
る
社
会
経
済
情

勢
の
変
化
や
一
般
国
民
の
消
費
水
準
な
い
し
生

活
水
準
の
低
下
は
、
個
人
消
費
の
伸
び
や
消
費

者
物
価
の
伸
び
を
通
じ
て
、
基
準
生
活
費
や
老

齢
加
算
の
金
額
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ
る

と
し
て
も
、
「
特
別
需
要
の
消
失
」
に
ま
で
は

繋
が
っ
て
こ
な
い
も
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
国
民
の
消
費
支
出
や
物
価
の
下
落
を

理
由
に
、
平
成
一
五
年
度
の
改
定
率
は
〇
・
九

％
（
甲
29
・
３
頁
）
、
平
成
一
六
年
度
の
改
定

率
は
〇
・
二
％
（
甲
30
・
３
頁
）
、
そ
れ
ぞ
れ

引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
被
告
ら
が
挙
げ
る
社

会
経
済
情
勢
の
変
化
や
一
般
国
民
の
消
費
水
準

な
い
し
生
活
水
準
の
低
下
を
理
由
に
、
老
齢
加

算
の
削
減
・
廃
止
が
正
当
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

高
齢
者
は
、
同
一
の
理
由
で
、
基
準
生
活
費
の

引
き
下
げ
と
加
算
の
廃
止
と
い
う
二
重
の
負
担
・

犠
牲
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
被
告
ら
の
い
う
「
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
」
等
は
、
「
特
別
需
要
の
消
失
」

の
要
因
な
い
し
「
従
来
の
検
証
手
法
と
の
相
異

の
合
理
性
」
の
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
し
、
そ

れ
を
加
算
の
削
減
・
廃
止
の
理
由
と
す
る
こ
と

は
、
実
際
上
も
不
合
理
な
結
果
を
導
く
も
の
で

あ
る
。

第
三
「
専
門
委
員
会
の
検
証
手
法
の
妥
当
性
」

に
対
し
て
（
被
告
・
第
二
準
備
書
面
「
第
三
」

へ
の
再
反
論
）

１
「
消
費
支
出
の
比
較
に
よ
る
基
準
検
証
の
妥

当
性
」
に
対
し
て

（
１
）
要
保
護
者
の
「
需
要
」
と
「
消
費
支
出
」

ア
保
護
基
準
の
性
格
に
つ
い
て

被
告
ら
は
、
「
原
告
ら
は
、
法
八
条
一
項
が

『
保
護
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

に
よ
り
測
定
し
た
要
保
護
者
の
需
要
を
基
と
し
、
・
・
・
』

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
保
護
基
準
が
要

保
護
者
の
『
需
要
』
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
し
て
、
高
齢
者

の
消
費
支
出
額
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
老
齢
加
算

の
特
別
需
要
の
有
無
を
判
断
す
る
手
法
は
誤
り

で
あ
る
旨
主
張
す
る
」
と
し
た
上
で
、
「
法
八

条
一
項
は
、
…
、
保
護
基
準
の
内
容
そ
の
も
の

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
と

「
批
判
」
す
る
（
21
〜
22
頁
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
原
告
ら
は
上
記
の
よ
う
な
主

張
な
ど
し
て
い
な
い
。
原
告
ら
は
、
法
八
条
一

項
及
び
二
項
の
規
定
を
示
し
た
上
で
、
「
同
法

八
条
は
、
保
護
基
準
が
要
保
護
者
の
『
需
要
』

に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い

る
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
（
原
告
・

第
二
準
備
書
面
５
〜
６
頁
）
、
法
八
条
一
項
の

み
を
根
拠
と
し
た
主
張
な
ど
し
て
い
な
い
。

こ
の
点
の
原
告
ら
の
主
張
に
対
す
る
被
告
ら
の

理
解
は
、
全
く
不
正
確
で
あ
り
、
上
記
「
批
判
」

は
無
意
味
な
批
判
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

イ
保
護
基
準
の
内
容

被
告
ら
は
、
「
保
護
基
準
の
内
容
な
い
し
性
格

に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
は
、
法
三
条
及
び

法
八
条
二
項
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
法
三
条

に
い
う
「
生
活
水
準
」
の
定
義
、
「
消
費
」
の

定
義
を
述
べ
、
「
生
活
水
準
は
『
消
費
』
に
依

拠
す
る
程
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
消
費
支
出
額
に
よ
っ
て
需
要
を
測
定

す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
」
と
主
張
し
、

他
方
、
「
原
告
ら
は
要
保
護
者
の
『
需
要
』
と

『
消
費
支
出
』
が
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
か

の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
」
と
し
て
原
告
ら
の

主
張
を
「
批
判
」
す
る
（
22
〜
23
頁
）
。

し
か
し
、
被
告
ら
の
上
記
主
張
は
、
「
生
活
水

準
」
、
「
消
費
」
の
定
義
を
述
べ
た
だ
け
で
、

何
の
根
拠
も
な
く
「
生
活
水
準
は
『
消
費
』
に

依
拠
す
る
程
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
断

定
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
全
く
論
理
性
は
な
い
、

他
方
、
上
記
「
批
判
」
は
、
原
告
ら
の
主
張
を

曲
解
し
た
う
え
で
の
「
批
判
」
で
あ
り
、
全
く

合
理
性
が
な
い
。

す
な
わ
ち
、
原
告
ら
は
「
『
需
要
』
と
『
消
費

支
出
』
が
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
」
な
ど
と

主
張
し
た
こ
と
は
な
い
。
原
告
ら
は
、
「
消
費
」

が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
「
需
要
」

が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
通
常
、
「
需
要
」
が
あ
る
か
ら
「
消
費
」

を
す
る
の
で
あ
り
、
「
消
費
」
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
「
需
要
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
で
き
る
の
で
、
「
消
費
」
は
「
需
要
」
を

計
る
一
つ
の
指
標
と
な
る
こ
と
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
特
に
、
出
費
を
で
き
る
限
り
切

り
つ
め
て
生
活
し
て
い
る
原
告
ら
に
と
っ
て
は
、

「
需
要
」
が
な
い
の
に
「
消
費
」
を
す
る
と
い

う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
。

し
か
し
、
逆
に
「
消
費
」
が
な
け
れ
ば
「
需
要
」

が
な
い
と
は
決
し
て
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ど

ん
な
に
「
需
要
」
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
た
め
の

金
員
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
消
費
」

を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
被
告
ら
も
、
別
の
箇
所
で
は
、
「
原

告
ら
が
行
っ
た
集
計
結
果
の
う
ち
、
『
七
〇
〜

七
四
歳
』
の
消
費
支
出
が
『
六
五
〜
六
九
歳
』

よ
り
も
高
い
の
は
、
可
処
分
所
得
に
よ
る
影
響

が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
」
、
「
可
処
分
所
得
の

大
き
い
者
の
支
出
額
が
高
く
な
る
の
は
当
然
で

あ
り
」
（
29
頁
）
と
主
張
し
、
「
消
費
」
が
可

処
分
所
得
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
て
お

り
、
「
消
費
」
が
「
需
要
」
を
直
ち
に
反
映
す

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

被
告
ら
の
「
批
判
」
が
全
く
的
外
れ
な
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
張
に
合
理
性
が
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
被
告
ら
は
、
「
ま
た
、
法
八
条
二
項
で

は
、
最
低
生
活
需
要
を
満
た
し
つ
つ
こ
れ
を
超

え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

最
低
生
活
水
準
を
検
証
す
る
た
め
、
一
般
低
所

得
高
齢
者
世
帯
と
比
較
す
る
の
に
も
合
理
性
が

あ
る
」
と
も
主
張
す
る
が
（
22
頁
）
、
我
が
国

の
、
最
低
限
度
の
生
活
を
下
回
る
収
入
し
か
な

い
人
に
お
い
て
も
生
活
保
護
が
行
き
渡
ら
な
い

と
い
う
「
膨
大
な
漏
給
層
が
存
在
す
る
」
実
態

か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
検
証
方
法
に
合
理

性
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
２
）
高
齢
者
世
帯
の
消
費
支
出
は
抑
制
さ
れ

て
い
る

被
告
ら
は
、
「
高
齢
者
世
帯
の
家
計
収
支
が
赤

字
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
消
費
支
出
が
抑
制

さ
れ
て
い
る
と
の
原
告
ら
の
主
張
は
失
当
で
あ

る
」
と
主
張
す
る
（
24
頁
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
分
が
あ
と
ど
の
く
ら
い
生

き
て
い
け
る
の
か
と
い
う
不
安
を
抱
き
な
が
ら

貯
蓄
を
取
り
崩
し
て
生
活
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
高
齢
者
の
心
理
か
ら
す
れ
ば
、
消
費

を
で
き
る
だ
け
抑
制
し
て
生
活
し
よ
う
と
考
え

る
の
は
当
然
で
あ
り
、
被
告
ら
の
主
張
は
常
識

に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
金
融
広
報
中
央
委
員
会
の
「
『
家
計

の
金
融
資
産
に
関
す
る
世
論
調
査
』
（
平
成
一

八
年
）
」
（
甲
31
）
に
よ
る
と
、
貯
蓄
ゼ
ロ
の

世
帯
が
全
体
で
二
二
・
九
％
で
あ
り
、
単
身
世

帯
で
は
、
三
二
・
三
％
に
も
達
し
て
い
る
（
４

5



頁
図
表
２
）
。

ま
た
、
現
在
の
貯
蓄
残
高
が
、
全
体
で
は
「
減
っ

た
」
と
回
答
し
た
世
帯
が
四
四
・
三
％
と
な
っ

て
い
る
。
回
答
世
帯
を
年
齢
別
に
み
る
と
、

「
減
っ
た
」
と
す
る
回
答
は
七
〇
歳
以
上
で
最

も
多
く
、
五
一
・
〇
％
に
も
達
し
て
い
る
（
六

頁
図
表
七
）
。
貯
蓄
残
高
が
減
少
し
た
世
帯
の

全
体
で
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
定
例
的
な

収
入
が
減
っ
た
の
で
貯
蓄
を
取
り
崩
し
た
か
ら
」

と
の
回
答
が
約
五
割
強
と
な
っ
て
い
る
（
７
頁
）
。

し
か
も
、
老
後
の
生
活
に
つ
い
て
心
配
で
あ
る

（
「
多
少
心
配
で
あ
る
」
と
「
非
常
に
心
配
で

あ
る
」
の
合
計
）
と
答
え
た
世
帯
は
、
約
八
割

強
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
「
心
配
で
あ
る
」
と
し

て
い
る
世
帯
で
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
十

分
な
貯
蓄
が
無
い
か
ら
」
、
「
年
金
や
保
険
が

十
分
で
な
い
か
ら
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
約
七
割
と

高
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
（
15
頁
）
。

一
方
、
年
金
と
生
活
資
金
に
つ
い
て
は
、
「
日

常
生
活
費
程
度
も
ま
か
な
う
の
が
難
し
い
」
と

回
答
し
た
世
帯
は
約
五
割
、
「
ゆ
と
り
は
な
い

が
、
日
常
生
活
費
程
度
は
ま
か
な
え
る
」
は
四

割
強
、
「
年
金
で
さ
ほ
ど
不
自
由
な
く
暮
ら
せ

る
」
は
一
割
弱
と
ほ
ぼ
前
年
並
み
の
割
合
と
な
っ

た
（
16
頁
）
。
そ
し
て
「
日
常
生
活
費
程
度
も

ま
か
な
う
の
が
難
し
い
」
と
回
答
し
た
理
由
に

つ
い
て
は
、
「
支
給
さ
れ
る
年
金
の
切
り
下
げ
」

と
し
た
回
答
が
六
〇
歳
未
満
と
六
〇
歳
以
上
で

共
に
高
い
割
合
と
な
っ
て
お
り
、
六
〇
歳
以
上

で
は
、
「
医
療
、
介
護
に
関
す
る
個
人
負
担
の

増
加
」
を
理
由
と
す
る
回
答
の
割
合
が
最
も
高

く
な
っ
て
い
る
（
17
頁
図
表
22
）
。

こ
の
よ
う
に
、
貯
蓄
ゼ
ロ
世
帯
が
増
加
し
、
年

金
の
切
り
下
げ
、
医
療
費
・
介
護
保
険
料
の
負

担
増
な
ど
に
対
す
る
生
活
不
安
が
続
く
中
で
、

今
後
の
就
労
を
望
み
に
く
い
七
〇
歳
以
上
の
高

齢
、
単
身
、
無
職
世
帯
（
特
に
貯
蓄
が
ゼ
ロ
で

あ
る
か
乏
し
い
高
齢
者
世
帯
に
お
い
て
）
に
お

い
て
は
、
需
要
が
あ
っ
て
も
消
費
が
強
く
抑
制

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
３
）
「
一
般
国
民
の
平
均
と
比
較
す
べ
き
と

の
主
張
」
に
つ
い
て

原
告
ら
は
、
本
件
検
証
手
法
が
、
七
〇
歳
以
上

の
者
と
六
〇
〜
六
九
歳
の
者
と
の
消
費
支
出
額

を
比
較
す
る
に
あ
た
り
、
敢
え
て
、
年
間
収
入

階
級
第
Ⅰ
ー
一
〇
分
位
や
第
Ⅰ
ー
五
分
位
の
低

所
得
高
齢
世
帯
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
現
行
の
生
活
保
護
基
準
を
定
め
る

水
準
均
衡
方
式
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
と

の
批
判
を
行
っ
た
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
９

〜
10
頁
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
「
原
告
ら
の
主

張
は
、
生
活
扶
助
基
準
の
改
定
方
式
た
る
水
準

均
衡
方
式
と
、
生
活
扶
助
基
準
の
妥
当
性
の
検

証
手
法
を
混
同
し
た
も
の
で
あ
り
、
失
当
で
あ

る
」
と
主
張
す
る
（
24
頁
）
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
生
活
扶
助
基
準
の
改
定
方

式
と
生
活
扶
助
基
準
の
妥
当
性
の
検
証
方
法
を

全
く
異
質
の
も
の
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な

い
。
生
活
扶
助
基
準
の
改
定
方
式
も
生
活
扶
助

基
準
の
妥
当
性
も
、
と
も
に
保
護
基
準
が
最
低

限
度
の
生
活
需
要
を
満
た
し
つ
つ
こ
れ
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
生
活
保
護
法
八
条
二
項

に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ

る
。

こ
の
点
、
被
告
ら
は
、
「
生
活
扶
助
基
準
の
妥

当
性
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
保
護
基
準
が
最
低

限
度
の
生
活
需
要
を
満
た
し
つ
つ
こ
れ
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
法

八
条
二
項
）
、
過
去
か
ら
一
貫
し
て
、
低
所
得

世
帯
の
消
費
実
態
や
生
活
様
式
に
着
目
し
て
、

基
準
の
策
定
（
マ
ー
ケ
ッ
ト
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
、

エ
ン
ゲ
ル
方
式
）
な
い
し
検
証
（
上
記
中
央
社

会
福
祉
審
議
会
意
見
具
申
、
乙
七
号
証
）
が
行

わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
事
実

に
反
す
る
。

ま
ず
、
「
基
準
の
策
定
」
に
つ
い
て
は
、
エ
ン

ゲ
ル
方
式
の
後
に
は
、
生
活
保
護
基
準
を
一
般

国
民
の
生
活
水
準
向
上
に
あ
わ
せ
て
引
き
上
げ

る
た
め
に
格
差
縮
小
方
式
に
改
定
方
式
が
代
わ

り
、
そ
の
後
、
一
般
国
民
の
消
費
実
態
と
の
均

衡
上
妥
当
な
水
準
を
維
持
す
る
水
準
均
衡
方
式

に
代
わ
っ
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
一
貫
し
て
、
低
所
得
世
帯
の
消
費
実
態
や
生

活
様
式
に
着
目
し
て
（
い
る
）
」
と
い
う
の
は

事
実
に
反
す
る
。

ま
た
、
「
検
証
」
に
つ
い
て
も
、
被
告
ら
が
例

と
し
て
挙
げ
る
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」

（
乙
七
）
に
は
、
「
生
活
扶
助
基
準
の
評
価
」

と
し
て
、
「
生
活
保
護
に
お
い
て
保
障
す
べ
き

最
低
生
活
の
水
準
は
、
一
般
国
民
の
水
準
と
の

関
連
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
相
対
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
」
、

「
国
民
の
生
活
が
著
し
く
向
上
し
た
今
日
に
お

け
る
最
低
生
活
の
保
障
の
水
準
は
、
（
略
）
、

一
般
国
民
の
生
活
水
準
と
均
衡
の
と
れ
た
最
低

限
度
の
も
の
…
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
「
一
般
国
民
」

の
水
準
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
、

同
「
意
見
具
申
」
は
「
低
所
得
世
帯
」
に
つ
い

て
も
言
及
し
い
る
が
、
そ
れ
は
、
「
国
民
の
生

活
水
準
は
今
後
も
向
上
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
の
で
、
生
活
保
護
世
帯
及
び
低
所
得
世
帯
の

生
活
実
態
を
常
時
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
趣
旨
は
、
あ
く
ま
で
も
「
一
般
国
民
」
の

水
準
と
の
均
衡
を
図
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
低
所
得
世
帯
と
の
間
で
均
衡
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

被
告
ら
の
主
張
こ
そ
失
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
４
）
小

括

以
上
の
よ
う
に
、
被
告
ら
は
、
消
費
「
支
出
」

額
の
み
に
着
目
し
て
消
費
「
需
要
」
の
有
無
を

判
断
す
る
と
い
う
本
件
検
討
手
法
が
不
合
理
で

あ
る
と
す
る
原
告
ら
の
主
張
に
全
く
論
拠
の
な

い
反
論
を
行
う
一
方
で
、
原
告
ら
が
こ
れ
ま
で

主
張
し
て
き
た
「
消
費
『
支
出
』
額
は
収
入
に

よ
り
制
約
さ
れ
る
」
と
い
う
点
、
「
貧
困
世
帯

の
生
活
保
護
の
捕
捉
率
が
低
い
現
状
に
お
い
て
、

消
費
『
支
出
』
額
の
み
に
着
眼
し
て
『
需
要
』

の
有
無
を
判
断
す
る
検
討
手
法
は
、
底
な
し
の

基
準
減
額
を
招
く
危
険
性
が
高
い
」
と
い
う
点

（
低
所
得
者
世
帯
の
実
態
）
に
つ
い
て
、
何
ら

の
反
論
も
な
し
え
て
い
な
い
。

こ
れ
は
ま
さ
に
、
被
告
ら
が
、
消
費
「
支
出
」

額
の
み
に
着
目
し
て
消
費
「
需
要
」
の
有
無
を

判
断
す
る
と
い
う
本
件
検
討
手
法
が
合
理
性
の

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
に
等
し
い
と

い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
被
告
ら

の
主
張
が
全
く
論
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。

２
「
従
来
の
検
証
手
法
と
異
な
る
と
の
主
張
に

つ
い
て
」
に
対
し
て

（
１
）
本
件
検
証
手
法
と
従
来
の
検
証
手
法

原
告
ら
は
、
原
告
・
第
二
準
備
書
面
に
お
い
て
、

昭
和
五
五
年
「
中
間
的
と
り
ま
と
め
」
及
び
昭

和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て

高
齢
者
の
特
別
需
要
の
存
在
と
老
齢
加
算
の
必

要
性
・
合
理
性
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
及
び
、
そ

の
際
に
は
今
般
の
老
齢
加
算
廃
止
の
決
定
に
あ

た
っ
て
行
わ
れ
た
検
証
方
法
（
本
件
検
証
手
法
）

と
は
全
く
異
な
る
検
証
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。
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昭
和
五
五
年
「
中
間
的
と
り
ま
と
め
」
及
び
昭

和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
に
お
け
る
検
証
方
法

（
従
来
の
検
証
手
法
）
と
本
件
検
証
手
法
の
相

違
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
本
件
検
証
手
法
で
は
、
単
に
消
費
支
出
額
の

総
額
の
比
較
の
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
従
来
の

検
証
手
法
で
は
各
支
出
費
目
の
比
較
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
消
費
構
造
の
比
較
検
討
」
を

行
っ
て
い
た
。

②
本
件
検
証
手
法
で
は
、
「
六
〇
歳
〜
六
九
歳

の
者
」
と
「
七
〇
歳
以
上
の
者
」
の
み
の
比
較

を
行
っ
て
い
る
が
、
従
来
の
検
証
手
法
で
は
、

た
と
え
ば
、
「
五
〇
歳
代
」
、
「
六
〇
歳
〜
六

四
歳
」
、
「
六
五
歳
〜
六
九
歳
」
、
「
七
〇
歳

〜
七
四
歳
」
、
「
七
五
歳
以
上
」
の
五
つ
の
年

齢
層
に
分
け
て
比
較
検
討
を
行
う
な
ど
（
甲
11

の
１
）
、
本
件
検
証
手
法
の
よ
う
な
粗
雑
な
手

法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。

（
２
）
従
来
の
検
証
手
法
に
対
す
る
被
告
ら
の

見
解

こ
の
点
、
被
告
ら
も
、
昭
和
五
八
年
「
意
見
具

申
」
の
際
の
、
「
加
算
対
象
世
帯
の
特
別
需
要

の
測
定
及
び
加
算
額
と
の
比
較
」
（
甲
11
の
２
・

１
〜
５
頁
）
を
挙
げ
、
「
五
一
〜
五
九
歳
の
単

身
女
性
の
消
費
支
出
と
七
〇
〜
七
四
歳
及
び
七

五
歳
以
上
の
単
身
女
性
の
消
費
支
出
を
比
較
し

た
。
そ
の
結
果
、
五
〇
歳
代
に
比
較
し
て
高
齢

者
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
支
出
科
目
の
合
計

額
は
七
〇
〜
七
四
歳
で
九
九
七
七
円
、
七
五
歳

以
上
で
一
万
一
一
七
八
円
と
な
っ
た
」
、
「
同

様
に
、
高
齢
者
夫
婦
世
帯
に
つ
い
て
一
般
夫
婦

世
帯
（
年
間
収
入
一
四
〇
万
円
未
満
）
と
老
夫

婦
世
帯
（
主
七
〇
歳
、
年
間
収
入
一
八
〇
万
円

未
満
）
及
び
老
夫
婦
（
主
七
一
〜
七
五
歳
、
一

八
〇
万
円
未
満
）
を
比
較
し
、
そ
の
差
は
そ
れ

ぞ
れ
一
万
一
四
七
二
円
、
一
万
六
〇
〇
五
円
と

な
っ
た
」
、
「
当
時
の
老
齢
加
算
額
一
万
一
七

〇
〇
円
と
こ
れ
ら
の
額
を
比
べ
る
と
、
（
略
）
、

七
〇
歳
以
上
に
加
算
す
る
額
と
し
て
は
、
当
時

の
老
齢
加
算
の
額
で
妥
当
で
あ
る
と
結
論
づ
け

た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
昭
和
五
八
年

当
時
の
検
証
方
法
及
び
そ
の
検
証
結
果
が
妥
当

で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
す
る
の
な

ら
ば
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
五
八
年
当

時
と
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
検
証
を
行
う
こ
と
が

合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

（
３
）
被
告
ら
の
主
張
と
そ
の
非
論
理
性
・
不

合
理
性

し
か
る
に
、
被
告
ら
は
、
「
上
記
第
二
で
述
べ

た
よ
う
に
、
昭
和
五
八
年
か
ら
二
〇
年
が
経
過

し
、
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
が
著
し
く
異
な

る
中
で
、
（
略
）
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
手
法

に
よ
り
検
証
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
妥

当
性
は
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
と
お
り
で
あ

る
。
専
門
委
員
会
が
二
〇
年
前
と
同
一
の
手
法

に
よ
る
検
証
を
採
用
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
合
理
性
が
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」

と
主
張
す
る
（
25
頁
）
。

そ
し
て
、
被
告
ら
は
、
そ
の
「
第
二
」
の
「
一

は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
「
老
齢
加
算
を
含
め
、

生
活
保
護
制
度
に
お
い
て
加
算
制
度
が
想
定
す

る
『
特
別
需
要
』
は
、
基
準
生
活
費
で
は
カ
バ
ー

さ
れ
な
い
需
要
で
あ
っ
て
、
当
該
加
算
対
象
者

の
最
低
生
活
に
必
要
な
も
の
を
い
う
。
こ
の
よ

う
な
性
質
か
ら
、
そ
の
需
要
の
有
無
は
、
基
準

生
活
費
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
必
要
が

あ
る
」
と
し
て
い
る
（
12
頁
）
。

他
方
、
基
準
生
活
費
と
老
齢
加
算
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
「
第
二
」
の
「
４
ま
と
め
」
に
お

い
て
、
「
老
齢
加
算
が
創
設
さ
れ
た
の
は
、

（
略
）
、
当
時
の
基
準
生
活
費
が
、
肉
体
的
生

存
に
不
可
欠
の
栄
養
所
要
量
ぎ
り
ぎ
り
で
算
定

さ
れ
て
お
り
、
低
劣
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
ん
が

み
、
特
に
社
会
的
弱
者
で
あ
る
高
齢
者
に
は
こ

の
基
準
の
み
で
は
生
活
保
護
世
帯
の
生
活
需
要

を
賄
う
の
に
十
分
で
は
な
く
、
保
護
費
の
上
乗

せ
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
の
判
断
に
立
っ
て
、

高
齢
者
の
生
活
実
態
に
特
有
の
消
費
が
特
別
需

要
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る

（
20
頁
）
。

そ
の
上
で
、
こ
れ
に
続
け
て
、
「
昭
和
五
八
年

意
見
具
申
時
の
こ
ろ
に
は
基
準
生
活
費
自
体
が

お
お
む
ね
妥
当
な
水
準
に
達
し
た
」
、
「
一
方
、

我
が
国
の
経
済
は
、
（
略
）
、
一
般
国
民
の
消

費
水
準
は
低
下
す
る
と
と
も
に
、
デ
フ
レ
状
況

と
な
っ
た
」
と
し
、
「
保
護
基
準
は
一
般
国
民

の
生
活
水
準
と
の
関
係
で
相
対
的
に
定
め
ら
れ

る
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
情
勢

の
変
遷
と
保
護
基
準
の
改
定
と
を
背
景
に
、
専

門
委
員
会
に
お
い
て
二
〇
年
振
り
に
基
準
の
本

格
的
見
直
し
を
行
い
、
一
般
の
高
齢
世
帯
に
は

七
〇
歳
以
上
に
な
る
と
六
〇
歳
代
と
比
べ
て
消

費
支
出
が
増
加
す
る
状
況
は
認
め
ら
れ
ず
、
か

つ
、
一
般
の
高
齢
世
帯
と
の
比
較
に
お
い
て
基

準
生
活
費
が
一
般
の
高
齢
低
所
得
世
帯
の
消
費

支
出
と
均
衡
し
て
お
り
、
加
算
の
な
い
基
準
生

活
費
の
水
準
で
妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
老
齢
加
算
は
廃
止
す
べ
き
と
の
結
論

に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
21
頁
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
老
齢
加
算
が
制
度
が
創
設
さ

れ
た
の
は
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
で
あ
る

が
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
年
に
は
高
齢
者

の
特
別
需
要
を
充
た
す
基
準
と
し
て
『
純
化
』

さ
れ
、
生
活
保
護
の
特
別
基
準
と
し
て
の
本
来

の
性
格
を
確
立
し
た
こ
と
、
そ
の
後
、
そ
の
時
々

に
お
い
て
高
齢
者
の
特
別
需
要
の
存
在
と
老
齢

加
算
の
必
要
性
、
合
理
性
に
つ
い
て
の
確
認
が

行
わ
れ
た
こ
と
、
と
り
わ
け
、
昭
和
五
五
年

「
中
間
的
取
り
ま
と
め
」
及
び
昭
和
五
八
年

「
意
見
具
申
」
に
お
い
て
、
高
齢
者
の
特
別
需

要
の
存
在
と
老
齢
加
算
の
必
要
性
・
合
理
性
が

確
認
さ
れ
、
老
齢
加
算
制
度
が
存
続
・
維
持
さ

れ
て
き
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

被
告
ら
は
、
「
（
特
別
）
需
要
の
有
無
は
、
基

準
生
活
費
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
必
要

が
あ
る
」
と
し
な
が
ら
、
一
方
で
老
齢
加
算
創

設
時
の
こ
と
を
持
ち
出
し
、
他
方
で
昭
和
五
八

年
意
見
具
申
時
の
基
準
生
活
費
の
水
準
を
持
ち

出
す
が
、
全
く
論
理
に
整
合
性
が
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
で
問
題
な
の
は
、
昭
和
五
八
年

「
意
見
具
申
」
当
時
に
確
認
さ
れ
た
高
齢
者
の

特
別
需
要
の
存
在
と
老
齢
加
算
の
必
要
性
・
合

理
性
が
「
消
失
」
し
た
の
か
で
あ
る
が
、
基
準

生
活
費
つ
い
て
み
る
と
、
昭
和
五
八
年
「
意
見

具
申
」
に
お
い
て
は
、
「
現
在
の
生
活
扶
助
基

準
は
、
一
般
国
民
の
消
費
実
態
と
の
均
衡
上
ほ

ぼ
妥
当
な
水
準
に
達
し
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ

た
こ
と
、
翌
昭
和
五
九
年
度
よ
り
水
準
均
衡
方

式
が
採
用
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
お
り
、
今
般

の
専
門
委
員
会
の
報
告
で
も
「
水
準
は
基
本
的

に
妥
当
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ

て
、
基
準
生
活
費
の
水
準
に
関
し
て
は
、
昭
和

五
八
年
当
時
と
平
成
一
五
年
時
点
と
で
、
そ
の

評
価
に
特
段
の
変
化
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
既

述
の
と
お
り
で
あ
る
。

他
方
、
被
告
ら
は
、
一
般
国
民
の
消
費
水
準
の

低
下
と
い
っ
た
「
社
会
経
済
情
勢
の
変
遷
（
変

化
）
」
を
も
、
そ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
、
一
般
国
民
の
消
費
水
準
の
低

下
は
、
基
準
生
活
費
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
し
て

7



も
、
特
別
需
要
の
消
失
に
繋
が
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
が
何
故
に
検
証
方
法
を
変
え
る
こ
と

の
根
拠
と
な
る
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
上
、

一
般
国
民
の
消
費
水
準
の
低
下
を
理
由
に
老
齢

加
算
の
廃
止
を
行
う
と
す
れ
ば
、
高
齢
者
は
同

一
の
理
由
で
、
基
準
生
活
費
の
引
き
下
げ
と
加

算
の
廃
止
と
い
う
二
重
の
負
担
・
犠
牲
を
強
い

ら
れ
、
不
合
理
な
結
果
を
導
く
こ
と
も
既
述
の

と
お
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
（
特
別
）
需
要
の
有
無
は
、

基
準
生
活
費
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
必

要
が
あ
る
」
、
「
保
護
基
準
は
一
般
国
民
の
生

活
水
準
と
の
関
係
で
相
対
的
に
定
め
ら
れ
る
べ

き
」
と
す
る
被
告
ら
の
主
張
を
前
提
と
す
る
な

ら
ば
、
昭
和
五
八
年
当
時
と
平
成
一
五
年
時
点

と
で
、
高
齢
者
の
特
別
需
要
の
有
無
を
検
証
す

る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
手
法
を
変
え
る
べ
き
合

理
的
理
由
な
ど
全
く
な
い
の
で
あ
る
。

（
４
）
消
費
構
造
の
比
較
検
討
の
必
要
性

ま
た
、
上
記
の
と
お
り
、
昭
和
五
八
年
「
意
見

具
申
」
の
た
め
の
検
証
が
行
わ
れ
て
い
た
当
時

の
基
準
生
活
費
の
「
改
定
」
方
式
は
格
差
縮
小

方
式
で
あ
り
、
平
成
一
五
年
の
検
討
時
の
「
改

定
」
方
式
は
水
準
均
衡
方
式
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
前
に
は
エ
ン
ゲ
ル
方
式
に
よ
っ
て
最
低
生
活

費
が
「
算
定
」
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
政
府
見

通
し
に
お
け
る
個
人
消
費
の
対
前
年
度
伸
び
率

に
格
差
縮
小
分
を
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
し
て
翌
年

度
の
保
護
基
準
「
改
定
」
率
を
決
定
す
る
方
式

が
格
差
縮
小
方
式
で
あ
り
、
格
差
縮
小
分
は
上

乗
せ
せ
ず
、
政
府
見
通
し
に
お
け
る
個
人
消
費

の
対
前
年
度
伸
び
率
に
準
拠
し
て
翌
年
度
の

「
改
定
」
率
を
決
定
す
る
方
式
が
水
準
均
衡
方

式
で
あ
る
。

そ
し
て
、
エ
ン
ゲ
ル
方
式
と
は
、
「
飲
食
物
費

の
み
を
マ
ー
ケ
ッ
ト
バ
ス
ケ
ッ
ト
式
に
積
み
上

げ
に
よ
っ
て
求
め
、
こ
の
飲
食
物
費
と
同
額
を

消
費
す
る
世
帯
の
エ
ン
ゲ
ル
係
数
実
態
生
計
分

布
か
ら
見
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
飲
食
物
費
を
エ

ン
ゲ
ル
係
数
で
除
し
て
最
低
生
活
費
と
す
る
方

式
」
で
あ
り
（
16
頁
）
、
栄
養
所
要
量
が
そ
の

算
定
の
根
底
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
に
お

い
て
も
、
基
準
生
活
費
の
う
ち
年
齢
別
に
設
定

さ
れ
る
第
一
類
費
は
、
一
五
〜
一
七
歳
が
最
も

高
い
金
額
と
な
っ
て
お
り
、
以
後
、
年
齢
が
上

が
る
に
従
っ
て
金
額
が
低
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

他
方
、
加
算
は
、
基
準
生
活
費
で
は
配
慮
さ
れ

て
い
な
い
個
別
的
な
特
別
需
要
を
補
填
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
老
齢
加
算
の
場
合
、
そ
の
特
別
需
要

に
つ
い
て
は
、

「
・
加
工
食
品
…
老
齢
化
に
よ
り
。
そ
し
ゃ
く

力
や
調
理
能
力
が
低
下
し
て
い
る
た
め
、
調
理

不
要
又
は
簡
単
で
、
食
べ
や
す
い
も
の
を
買
う
。

栄
養
的
に
は
、
非
効
率
で
あ
り
、
か
つ
割
高
と

な
る

・
暖
房
費
…
身
体
的
に
保
温
能
力
低
下
ま
た
、

病
弱
等
で
、
在
宅
時
間
も
長
い
た
め
、
暖
房
費

が
余
分
に
か
か
る
。

・
保
健
医
療
…
健
康
保
持
あ
る
い
は
病
弱
の
た

め
、
家
庭
薬
等
が
必
要
と
な
る
。

・
教
養
娯
楽
費
…
孤
独
を
免
れ
る
た
め
、
老
人

ク
ラ
ブ
、
旅
行
観
劇
等
、
テ
レ
ビ
購
入
等

・
交
際
費
…
孤
独
を
免
れ
る
た
め
、
子
や
孫
と

の
相
互
訪
問
、
近
隣
の
老
人
と
の
つ
き
合
い
、

同
年
輩
者
の
死
に
伴
う
葬
祭
費
、
子
や
甥
、
姪

等
の
冠
婚
費
等
の
つ
き
合
い
費
が
多
く
必
要
。

・
交
通
々
信
費
…
老
人
ク
ラ
ブ
出
席
、
旅
行
、

子
や
孫
、
親
せ
き
等
と
の
つ
き
合
い
に
伴
う
割

高
な
交
通
費
（
タ
ク
シ
ー
使
用
等
）
、
子
や
孫

と
の
通
信
費
（
電
話
代
、
葉
書
代
等
）
」

（
甲
11
の
４
：
昭
和
五
八
年
一
〇
月
五
日
資
料

「
加
算
の
定
性
的
説
明
に
つ
い
て
」
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

栄
養
所
要
量
と
は
関
係
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
特
別
需
要
の
有
無
を
判

断
す
る
た
め
に
は
、
他
の
年
齢
層
と
の
間
で
消

費
支
出
額
の
総
額
を
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、

消
費
構
造
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

昭
和
五
五
年
「
中
間
的
と
り
ま
と
め
」
に
お
い

て
も
、
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
に
お
い
て

も
、
消
費
構
造
の
比
較
検
討
が
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
。

な
お
、
被
告
ら
が
今
般
の
老
齢
加
算
廃
止
決
定

を
合
理
化
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
「
高
齢
単
身

世
帯
に
お
け
る
消
費
実
態
と
生
活
扶
助
基
準
と

の
比
較
に
つ
い
て
」
（
乙
11
の
８
・
第
四
回

「
資
料
」
10
〜
13
頁
）
の
数
字
を
前
提
に
、
前

記
「
加
算
対
象
世
帯
の
特
別
需
要
の
測
定
及
び

加
算
額
と
の
比
較
」
（
甲
11
の
２
・
１
〜
５
頁
）

と
同
様
の
手
法
に
よ
り
、
六
〇
歳
代
と
七
〇
歳

以
上
と
の
間
で
消
費
構
造
の
比
較
検
討
を
行
っ

た
も
の
が
、
別
表
１
乃
至
３
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
表
で
は
、
六
〇
歳
〜
六
九
歳
と

七
〇
歳
以
上
の
無
職
者
世
帯
の
生
活
扶
助
相
当

消
費
支
出
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
が
、
単
に
支

出
総
額
の
比
較
の
み
を
行
う
の
で
は
な
く
、
各

支
出
科
目
の
支
出
総
額
の
中
で
占
め
る
割
合
を

構
成
比
と
し
て
算
出
し
た
う
え
、
七
〇
歳
以
上

の
支
出
総
額
が
六
〇
〜
六
九
歳
と
同
額
で
あ
っ

た
と
仮
定
し
た
場
合
の
各
支
出
科
目
の
金
額
を

構
成
比
に
従
っ
て
調
整
し
（
表
中
の
（
Ｃ
）
）
、

そ
の
金
額
と
六
〇
歳
〜
六
九
歳
の
各
支
出
科
目

（
（
Ａ
）
）
と
の
比
較
を
行
い
、
七
〇
歳
以
上

の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
支
出
科
目
に
つ
い
て
、

六
〇
歳
〜
六
九
歳
の
支
出
額
と
の
差
額
（
（
Ｃ
）
ー

（
Ａ
）
）
を
「
特
別
需
要
額
」
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
の
際
と
同

様
の
検
証
手
法
で
あ
る
。

こ
の
検
証
手
法
に
よ
れ
ば
、
高
齢
者
の
消
費
支

出
の
う
ち
、
ど
の
科
目
が
他
の
年
齢
層
と
比
較

し
て
突
出
し
て
い
る
の
か
、
高
齢
者
の
特
別
需

要
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
実
際
に
存

在
す
る
の
か
が
判
断
で
き
る
の
で
あ
り
、
合
理

性
が
認
め
ら
れ
る
（
た
だ
し
、
別
表
の
比
較
は

六
〇
歳
〜
六
九
歳
と
七
〇
歳
以
上
と
の
比
較
で

あ
り
、
そ
の
不
当
性
な
い
し
不
十
分
性
は
後
記

の
と
お
り
で
あ
る
）
。

そ
し
て
、
同
表
に
よ
る
と
、
六
〇
歳
代
に
比
較

し
て
七
〇
歳
以
上
の
方
が
高
く
な
っ
て
い
る
支

出
科
目
の
合
計
額
は
、
全
国
平
均
で
九
八
〇
四

円
、
第
Ⅰ
ー
五
分
位
で
八
一
八
〇
円
、
第
Ⅰ
ー

一
〇
分
位
で
一
三
、
四
三
五
円
と
な
っ
て
お
り
、

特
別
需
要
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
般
の
老
齢
加
算
廃
止
の
決
定
に

あ
た
っ
て
は
、
こ
の
当
然
行
わ
れ
る
べ
き
検
討

が
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
不
合
理
性
は

明
ら
か
で
あ
る
。

（
５
）
支
出
総
額
の
比
較
に
関
し
て

ま
た
、
被
告
ら
は
、
「
一
般
の
高
齢
世
帯
に
は

七
〇
歳
以
上
に
な
る
と
六
〇
歳
代
と
比
べ
て
消

費
支
出
が
増
加
す
る
状
況
は
認
め
ら
れ
（
な
い
）
」

こ
と
を
老
齢
加
算
廃
止
の
根
拠
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
論
法
が
成
り
立

つ
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
過
去
に
お

い
て
は
、
「
一
般
の
高
齢
世
帯
に
は
七
〇
歳
以

上
に
な
る
と
、
六
〇
歳
代
と
比
べ
て
消
費
支
出

が
増
加
す
る
状
況
」
が
あ
っ
た
と
い
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
特
別
需
要

の
「
消
失
」
な
ど
と
は
い
え
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
被
告
ら
は
そ
の
前
提
に
つ
い
て
は

全
く
論
証
し
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、
仮
に
、
昭
和
五
五
年
「
中
間
的
と
り

ま
と
め
」
及
び
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
の

当
時
、
「
六
〇
歳
〜
六
九
歳
」
と
「
七
〇
歳
以

上
」
と
の
年
齢
区
分
に
よ
っ
て
消
費
支
出
額
全

体
の
比
較
を
行
っ
た
場
合
、
後
者
の
支
出
額
が

前
者
の
支
出
額
よ
り
少
な
い
結
果
と
な
る
こ
と

が
推
測
で
き
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。

こ
の
点
で
も
、
本
件
検
証
手
法
の
不
合
理
性
は

明
ら
か
で
あ
る
。

（
６
）
七
〇
歳
以
上
と
六
〇
歳
代
と
の
比
較
の

不
合
理
性

さ
ら
に
、
七
〇
歳
以
上
の
者
と
六
〇
歳
代
の
者

と
の
比
較
に
よ
り
老
齢
加
算
の
要
否
を
判
断
す

る
こ
と
の
不
合
理
性
に
つ
い
て
も
、
既
に
指
摘

し
た
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
、
高
齢
者
の
特
別
需
要

に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
そ
の
対
象
を
七
〇
歳

以
上
の
高
齢
者
に
限
定
す
べ
き
必
然
性
な
ど
な

い
。
実
際
、
老
齢
加
算
と
老
齢
福
祉
年
金
と
の

関
係
が
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
一
九
七

五
（
昭
和
五
〇
）
年
九
月
一
五
日
の
中
央
社
会

福
祉
審
議
会
の
分
科
会
意
見
書
で
は
、
「
六
五

歳
程
度
か
ら
傾
斜
的
な
加
算
の
仕
組
み
を
検
討

す
る
こ
と
」
と
の
提
言
が
行
わ
れ
、
翌
一
九
七

六
（
昭
和
五
一
）
年
か
ら
老
齢
加
算
の
対
象
者

は
「
七
〇
歳
以
上
の
者
」
の
他
に
、
六
五
歳
以

上
の
重
い
障
害
あ
る
者
や
六
八
歳
以
上
七
〇
歳

未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
病
弱
等
の
た
め
日
常
の

起
居
動
作
に
相
当
程
度
の
障
害
が
あ
る
者
に
ま

で
、
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
六
〇
歳
〜
六
九
歳
の
者
」
に

は
、
老
齢
加
算
制
度
本
来
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、

支
給
対
象
と
な
る
べ
き
、
あ
る
い
は
、
支
給
対

象
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
者
が
含
ま
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
昭
和
五
五
年
「
中
間
的
と
り
ま
と
め
」

及
び
昭
和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
、
そ
れ
ぞ
れ

に
至
る
検
討
過
程
に
お
い
て
も
、
六
〇
〜
六
九

歳
と
七
〇
歳
以
上
の
者
の
比
較
の
み
に
よ
り
特

別
需
要
の
有
無
及
び
程
度
を
検
証
す
る
と
い
う

手
法
は
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
既
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
般
の
老
齢
加
算
廃
止
決
定
に
あ

た
っ
て
は
、
六
〇
〜
六
九
歳
と
七
〇
歳
以
上
の

者
の
比
較
の
み
に
よ
っ
て
、
高
齢
者
の
特
別
需

要
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
か

る
姿
勢
か
ら
も
、
今
般
の
「
検
証
」
が
老
齢
加

算
廃
止
を
『
合
理
化
』
す
る
た
め
だ
け
の
「
検

証
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

こ
の
点
で
も
、
本
件
検
証
手
法
の
不
合
理
性
は

明
ら
か
で
あ
る
。

３
「
全
国
消
費
実
態
調
査
の
特
別
集
計
に
つ
い

て
」
に
対
し
て

（
１
）
「
原
告
ら
の
全
国
消
費
実
態
調
査
の
独

自
集
計
結
果
」
に
つ
い
て

原
告
ら
は
、
本
件
検
証
資
料
（
乙
９
）
の
基
礎

資
料
で
あ
る
平
成
一
一
年
全
国
消
費
実
態
調
査

結
果
集
計
表
・
第
二
六
表
（
甲
13
）
に
よ
る
と
、

「
六
五
歳
〜
六
九
歳
」
と
「
七
〇
歳
〜
七
四
歳
」

で
比
較
し
た
場
合
、
後
者
の
消
費
支
出
額
が
前

者
の
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
件
検

証
資
料
の
信
憑
性
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た

（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
20
〜
22
頁
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
「
生
活
扶
助
基

準
に
お
け
る
六
〇
歳
以
上
の
第
一
類
費
の
年
齢

区
分
は
、
『
六
〇
歳
〜
六
九
歳
』
及
び
『
七
〇

歳
以
上
』
の
二
区
分
で
あ
り
、
老
齢
加
算
も

『
七
〇
歳
以
上
』
が
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
、
原

告
の
よ
う
に
、
『
六
五
歳
〜
六
九
歳
』
と
『
七

〇
歳
〜
七
四
歳
』
の
み
を
取
り
上
げ
て
比
較
す

る
こ
と
は
、
合
理
的
な
理
由
が
な
い
」
と
「
批

判
」
す
る
（
29
頁
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
六
〇
〜
六
九
歳
」
と
「
七

〇
歳
以
上
」
の
み
を
比
較
す
る
こ
と
に
こ
そ
合

理
性
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
被
告
ら
は
、

こ
の
点
、
「
生
活
扶
助
基
準
に
お
け
る
六
〇
歳

以
上
の
第
一
類
費
の
年
齢
区
分
は
『
六
〇
〜
六

九
歳
』
及
び
『
七
〇
歳
以
上
』
の
二
区
分
」
で

あ
る
こ
と
と
、
「
老
齢
加
算
も
『
七
〇
歳
以
上
』

が
対
象
」
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
「
合
理
的
な

理
由
」
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
老
齢
加
算
に
相
当
す
る
需
要
が
あ
る

か
否
か
を
判
断
す
る
場
合
に
、
第
一
類
費
の
年

齢
区
分
に
機
械
的
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
ど
れ
ほ

ど
の
合
理
性
が
あ
る
か
は
、
何
ら
論
証
さ
れ
て

い
な
い
。
む
し
ろ
、
老
齢
加
算
の
対
象
を
「
七

〇
歳
以
上
」
に
限
定
す
べ
き
必
然
性
は
な
く
、

昭
和
五
五
年
「
中
間
的
と
り
ま
と
め
」
及
び
昭

和
五
八
年
「
意
見
具
申
」
の
際
に
は
、
様
々
な

年
齢
層
間
で
の
比
較
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
前

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
仮
に
、
様
々
な
年
齢
層
を
と
っ
て
比

較
し
て
も
、
常
に
、
年
齢
の
高
い
者
（
「
高
齢

者
」
）
の
消
費
支
出
額
が
そ
れ
よ
り
年
齢
の
低

い
者
よ
り
少
な
い
結
果
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
高
齢
者
」
の
消
費
支
出
額
は
そ
れ
以
前
の
年

齢
層
の
そ
れ
よ
り
も
少
な
い
と
判
断
す
る
こ
と

に
一
定
の
妥
当
性
は
認
め
ら
れ
る
が
、
あ
る
年

齢
層
を
と
れ
ば
「
高
齢
者
」
の
消
費
支
出
額
は

少
な
く
な
る
が
、
別
の
年
齢
層
を
と
っ
て
比
較

す
る
と
「
高
齢
者
」
の
消
費
支
出
額
が
多
く
な

る
と
す
れ
ば
、
軽
々
に
「
高
齢
者
」
の
消
費
支

出
額
は
そ
れ
以
前
の
年
齢
層
の
そ
れ
よ
り
も
少

な
い
と
判
断
す
る
こ
と
に
妥
当
性
は
認
め
ら
れ

な
い
。
そ
こ
に
は
、
年
齢
層
の
取
り
方
に
、
作

為
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
原
告
ら
の
「
独
自
集
計
」
は
、
そ
の
こ
と

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
ら
が
「
六
〇
〜
六
九
歳
」

と
「
七
〇
歳
以
上
」
の
み
を
比
較
す
る
こ
と
の

合
理
性
を
積
極
的
に
主
張
立
証
で
き
な
い
限
り
、

老
齢
加
算
廃
止
の
根
拠
の
合
理
性
、
正
当
性
を

認
定
す
る
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。

（
２
）
可
処
分
所
得
と
消
費
支
出
額
の
関
係
に

つ
い
て

被
告
ら
は
、
「
原
告
ら
が
行
っ
た
集
計
結
果
の

う
ち
、
『
七
〇
歳
〜
七
四
歳
』
の
消
費
支
出
が

『
六
五
歳
〜
六
九
歳
』
よ
り
も
高
い
の
は
、
可

処
分
所
得
に
よ
る
影
響
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
」

と
主
張
し
、
さ
ら
に
、
「
可
処
分
所
得
の
大
き

い
者
の
消
費
支
出
が
高
く
な
る
の
は
当
然
で
あ

り
、
高
額
資
産
保
有
者
に
つ
い
て
も
、
資
産
効

果
が
働
き
、
一
般
的
に
消
費
支
出
が
高
く
な
る

と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
（
29
頁
）
。

し
か
し
、
か
か
る
主
張
が
、
「
生
活
水
準
は

『
消
費
』
に
依
拠
す
る
程
度
が
高
い
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
消
費
支
出
額
に
よ
っ

て
需
要
を
測
定
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
」

と
す
る
自
ら
の
主
張
（
22
頁
）
と
矛
盾
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
上
記
被
告
ら
の
主
張
は
、
「
消
費
『
支

出
』
額
は
収
入
に
制
約
さ
れ
る
」
と
す
る
原
告

ら
の
主
張
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
６
頁
）
と

合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
消
費
『
支
出
』

額
に
よ
り
『
需
要
』
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と

の
不
合
理
性
」
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
５
頁

以
下
）
を
自
認
し
た
に
等
し
い
と
い
う
べ
き
で
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あ
る
。

４
「
特
別
需
要
の
未
充
足
に
つ
い
て
」
及
び

「
高
齢
者
に
対
す
る
第
一
類
費
の
著
し
い
抑
制

に
つ
い
て
」
に
対
し
て

（
１
）
原
告
ら
の
主
張
と
齟
齬
す
る
被
告
ら
の

「
反
論
」

被
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第
三
の
「
４
特
別
需

要
の
未
充
足
と
の
主
張
に
つ
い
て
」
（
30
頁
）

及
び
「
５
高
齢
者
に
対
す
る
第
一
類
費
の
著
し

い
抑
制
が
あ
っ
た
と
の
主
張
に
つ
い
て
」
（
30

〜
31
頁
）
は
、
被
告
・
第
二
準
備
書
面
の
「
第

三
専
門
委
員
会
の
検
証
手
法
の
妥
当
性
」
の
項

目
の
細
目
と
し
て
論
述
さ
れ
て
い
る
。
被
告
・

第
二
準
備
書
面
に
お
け
る
こ
の
項
目
は
、
原
告
・

第
二
準
備
書
面
で
提
示
し
た
三
つ
の
不
合
理
性

の
論
点
で
言
え
ば
、
「
老
齢
加
算
制
度
廃
止
の

根
拠
の
不
合
理
性
」
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面

の
第
三
）
に
対
す
る
反
論
項
目
で
あ
る
。

し
か
し
、
原
告
ら
は
、
原
告
・
第
二
準
備
書
面

に
お
い
て
、
「
特
別
需
要
の
未
充
足
」
、
「
高

齢
者
に
対
す
る
第
一
類
費
の
著
し
い
抑
制
」
の

各
主
張
を
、
「
老
齢
加
算
制
度
廃
止
の
根
拠
の

不
合
理
性
を
措
く
と
し
て
も
」
と
し
て
論
述
し

た
、
「
代
替
措
置
な
き
老
齢
加
算
制
度
廃
止
の

不
合
理
性
」
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
の
第
四
）

に
つ
い
て
主
張
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
被
告
ら
は
、
「
代
替
措
置
な
き
老

齢
加
算
制
度
廃
止
の
不
合
理
性
」
に
対
し
て
は

何
ら
反
論
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
原
告
ら
の
「
特
別
需
要
の
未
充

足
」
、
「
高
齢
者
に
対
す
る
第
一
類
費
の
著
し

い
抑
制
」
の
各
主
張
に
対
し
、
被
告
ら
は
、
こ

れ
ら
の
主
張
に
つ
い
て
原
告
ら
が
与
え
た
位
置

づ
け
と
は
齟
齬
し
た
反
論
を
行
な
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

（
２
）
「
特
別
需
要
の
未
充
足
に
つ
い
て
」
に

対
し
て

被
告
ら
は
、
「
老
齢
加
算
を
除
い
た
場
合
で
も

生
活
扶
助
基
準
額
が
、
一
般
低
所
得
高
齢
者

（
第
Ⅰ
ー
五
分
位
及
び
第
Ⅰ
ー
一
〇
分
位
）
の

生
活
扶
助
相
当
消
費
支
出
額
を
上
回
っ
て
お
り
、

老
齢
加
算
に
相
当
す
る
特
別
需
要
が
な
い
こ
と

が
検
証
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
特
別
需
要
が
あ
る

こ
と
を
前
提
に
し
た
原
告
の
主
張
は
失
当
で
あ

る
。
」
と
「
反
論
」
し
て
い
る
（
30
頁
）
。

し
か
し
、
原
告
ら
は
、
「
仮
に
老
齢
加
算
と
し

て
定
額
（
一
七
、
九
三
〇
円
）
を
給
付
す
る
ほ

ど
の
特
別
需
要
が
統
計
上
認
め
ら
れ
な
い
と
し

て
も
、
個
別
に
特
別
需
要
を
持
っ
て
い
る
高
齢

生
活
保
護
受
給
者
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
（
原
告
・

第
二
準
備
書
面
32
頁
）
。

し
か
る
に
、
被
告
ら
は
、
「
特
別
需
要
が
統
計

上
認
め
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

「
個
別
に
特
別
需
要
を
持
っ
て
い
る
高
齢
生
活

保
護
受
給
者
が
存
在
す
る
こ
と
」
に
対
し
て
は
、

何
ら
反
論
し
て
い
な
い
。

原
告
・
第
二
準
備
書
面
65
〜
66
頁
で
指
摘
し
た

と
お
り
、
専
門
委
員
会
の
「
中
間
取
り
ま
と
め
」

で
さ
え
、
「
現
行
の
老
齢
加
算
に
相
当
す
る
だ

け
の
」
特
別
需
要
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い

る
に
過
ぎ
ず
、
高
齢
者
の
特
別
需
要
の
存
在
そ

の
も
の
は
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
」
で
は
、
仮
に
、

「
加
算
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
は
廃
止
の
方
向

で
見
直
す
と
し
て
も
、
「
高
齢
者
世
帯
の
社
会

生
活
に
必
要
な
費
用
に
配
慮
し
て
、
生
活
保
護

基
準
体
系
の
中
で
高
齢
者
世
帯
の
最
低
生
活
水

準
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
引
き
続
き
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
仮
に
老
齢
加
算
を
廃
止
す
る
と
し
て

も
、
そ
れ
と
同
時
に
代
替
措
置
を
採
る
と
い
う

こ
と
が
専
門
委
員
会
で
の
ぎ
り
ぎ
り
の
一
致
点
・

合
意
点
で
あ
り
、
ま
た
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
」

の
提
言
で
も
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
原
告
・
第
二
準
備
書
面
六
九
頁
で

指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
代
替
措
置
な
き
老
齢
加
算
制

度
廃
止
が
、
高
齢
被
保
護
者
の
個
別
の
特
別
需

要
の
未
充
足
を
も
た
ら
す
不
合
理
性
な
措
置
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
被
告
ら
の
「
反

論
」
は
失
当
で
あ
る
。

（
３
）
「
高
齢
者
に
対
す
る
第
一
類
費
の
著
し

い
抑
制
に
つ
い
て
」
に
対
し
て

被
告
ら
は
、
「
七
〇
歳
以
上
の
第
一
類
費
の
伸

び
が
他
の
年
齢
区
分
と
比
べ
て
低
い
の
は
、
平

成
元
年
度
に
第
一
類
費
に
七
〇
歳
以
上
の
年
齢

区
分
を
創
設
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
伸
び
率
に
差
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め

で
あ
り
、
老
齢
加
算
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
七
〇
歳
以
上
の
第
一
類
費
の
伸
び
が
著
し
く

低
く
抑
え
ら
れ
て
き
た
と
の
原
告
ら
の
主
張
は

失
当
で
あ
る
」
と
「
反
論
」
し
て
い
る
（
31
頁
）
。

し
か
し
、
原
告
ら
の
主
張
の
主
旨
は
、
「
七
〇

歳
以
上
の
第
一
類
費
の
伸
び
が
他
の
年
齢
区
分

と
比
べ
て
低
く
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
老
齢
加
算

が
そ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
て
い

た
。
そ
の
結
果
、
高
齢
者
の
『
健
康
で
文
化
的

な
最
低
限
度
の
生
活
』
は
、
第
一
類
費
と
老
齢

加
算
が
合
算
さ
れ
た
金
額
で
初
め
て
守
ら
れ
て

き
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
老

齢
加
算
廃
止
に
よ
り
、
最
低
生
活
費
が
充
足
さ

れ
て
い
な
い
事
態
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
」
と
の
点
に
あ
る
（
原
告
・
第
二

準
備
書
面
34
頁
）
。

す
な
わ
ち
、
原
告
ら
の
主
張
の
要
諦
は
、
「
老

齢
加
算
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
七
〇
歳
以

上
の
第
一
類
費
の
伸
び
が
低
く
抑
え
ら
れ
て
き

た
」
と
い
う
、
七
〇
歳
以
上
の
第
一
類
費
の
伸

び
の
抑
制
が
生
じ
た
「
原
因
」
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
「
七
〇
歳
以
上
の
第
一
類
費
の
伸
び
が

低
く
抑
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
老
齢
加

算
が
そ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
て

い
た
」
と
い
う
、
七
〇
歳
以
上
の
第
一
類
費
の

伸
び
の
抑
制
が
も
た
ら
し
た
「
結
果
」
に
あ
る

の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
被
告
ら
は
、
「
老
齢
加
算
が
存
在

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
七
〇
歳
以
上
の
第
一
類
費

の
伸
び
が
著
し
く
低
く
抑
え
ら
れ
て
き
た
と
の

原
告
ら
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
」
と
、
上
記
の

「
原
因
」
に
つ
い
て
「
反
論
」
し
て
い
る
に
過

ぎ
ず
、
「
七
〇
歳
以
上
の
第
一
類
費
の
伸
び
の

抑
制
」
に
つ
い
て
は
、
被
告
も
認
め
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
「
結
果
」
に
つ
い
て
は
何
ら

反
論
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
被
告
ら
の
「
反
論
」
は
、
原
告

ら
の
主
張
と
か
み
合
わ
な
い
、
的
外
れ
の
も
の

で
あ
り
、
失
当
で
あ
る
。

５
「
被
保
護
高
齢
者
世
帯
の
消
費
実
態
」
に
対

し
て

（
１
）
は
じ
め
に

被
告
ら
は
、
被
告
・
第
二
準
備
書
面
の
「
第
一

老
齢
加
算
段
階
的
廃
止
の
妥
当
性
」
の
「
５
被

保
護
高
齢
者
世
帯
の
消
費
実
態
」
に
お
い
て
、

「
被
保
護
高
齢
単
身
世
帯
の
家
計
全
体
の
状
況
」

（
乙
一
一
の
一
二
・
第
六
回
「
資
料
」
３
〜
４

頁
）
を
根
拠
に
、
「
被
保
護
高
齢
者
世
帯
の
消

費
実
態
を
見
る
と
、
老
齢
加
算
が
、
加
算
が
想

10



定
す
る
需
要
を
充
た
す
た
め
に
は
消
費
さ
れ
ず
、

少
な
か
ら
ず
貯
蓄
等
に
回
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
」
と
し
て
、
老
齢
加
算
廃
止
を
合
理
化
す

る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
い
る
（
10
〜
11
頁
）
。

同
主
張
は
、
前
記
の
と
お
り
、
原
告
・
第
二
準

備
書
面
に
対
す
る
「
反
論
」
で
は
な
く
、
こ
の

度
、
新
た
に
被
告
ら
よ
り
な
さ
れ
た
主
張
で
あ

る
が
、
便
宜
上
、
こ
こ
で
、
被
告
ら
の
主
張
に

対
し
て
反
論
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
２
）
「
翌
月
へ
の
繰
越
金
」
に
つ
い
て

被
告
ら
は
、
上
記
「
被
保
護
高
齢
単
身
世
帯
の

家
計
全
体
の
状
況
」
に
よ
る
と
、
加
算
有
世
帯

の
「
翌
月
へ
の
繰
越
金
」
が
四
万
四
〇
四
一
円

と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
、

「
消
費
さ
れ
ず
に
翌
月
に
繰
り
越
さ
れ
る
手
持

ち
現
金
」
で
あ
る
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
生
活
保
護
費
の
支
給
日
は
ど

こ
の
自
治
体
で
も
一
律
に
毎
月
一
日
と
な
っ
て

い
る
も
の
で
は
な
い
。
自
治
体
の
中
に
は
、
月

末
に
生
活
保
護
費
の
支
給
を
行
っ
て
い
る
自
治

体
も
あ
る
。
そ
し
て
、
月
末
に
支
給
を
行
っ
て

い
る
自
治
体
の
被
保
護
者
の
場
合
、
ほ
ぼ
支
給

額
に
近
い
現
金
が
そ
の
ま
ま
「
翌
月
へ
の
繰
越

金
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
「
翌
月
へ
の
繰
越
金
」
を
「
消
費
さ
れ
ず

に
翌
月
に
繰
り
越
さ
れ
る
手
持
ち
現
金
」
と
捉

え
る
の
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
。

（
３
）
生
活
保
護
費
は
毎
月
均
等
に
消
費
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と

ま
た
、
上
記
「
被
保
護
高
齢
単
身
世
帯
の
家
計

全
体
の
状
況
」
に
よ
れ
ば
、
加
算
有
世
帯
の

「
貯
蓄
純
増
」
が
一
万
四
九
二
六
円
、
こ
れ
と

加
算
無
世
帯
と
の
貯
蓄
純
増
と
の
差
が
五
五
一

九
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
上
記
「
翌
月

の
繰
越
金
」
を
も
っ
て
、
被
告
ら
は
、
「
加
算

が
想
定
す
る
需
要
を
充
た
す
た
め
に
消
費
さ
れ

ず
、
少
な
か
ら
ず
貯
蓄
に
回
っ
て
い
る
」
と
す

る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
金
員
が
費
消
さ
れ
ず
に
貯

蓄
さ
れ
続
け
て
い
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ

る
。
こ
れ
ら
金
員
は
、
突
然
の
支
出
や
季
節
・

時
期
に
よ
り
支
出
が
必
要
な
費
用
と
し
て
一
時

的
に
蓄
え
ら
れ
、
必
要
な
際
に
使
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
一
般
人
の
生
活
実

態
か
ら
し
て
も
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

特
に
、
高
齢
者
の
場
合
、
そ
の
「
特
別
需
要
」

と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
身
体
の
保

温
能
力
低
下
等
に
よ
る
「
暖
房
費
」
、
健
康
保

持
の
た
め
の
「
保
健
医
療
」
、
「
教
養
娯
楽
費
」
、

「
交
際
費
」
、
「
交
通
々
信
費
」
等
で
あ
る
が

（
甲
11
の
４
：
昭
和
五
八
年
一
〇
月
五
日
資
料

「
加
算
の
定
性
的
説
明
に
つ
い
て
」
）
、
暖
房

費
や
光
熱
水
費
な
ど
は
夏
と
比
べ
て
冬
の
方
が

格
段
に
支
出
が
増
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

ま
た
、
健
康
医
療
費
も
全
く
か
か
ら
な
い
月
も

あ
れ
ば
、
多
く
か
か
る
月
も
あ
る
し
、
教
養
娯

楽
費
や
交
際
費
、
交
通
通
信
費
な
ど
も
そ
の
月

に
よ
っ
て
、
必
要
な
額
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

特
に
、
交
際
費
の
う
ち
、
祝
事
や
弔
事
な
ど
の

費
用
は
、
一
時
に
多
額
の
出
費
を
要
す
る
か
ら
、

日
頃
か
ら
少
し
ず
つ
貯
蓄
を
し
て
お
か
な
け
れ

ば
突
然
の
出
費
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
東
京
都
福
祉
局
『
生
活
保
護
実
施
要

領
手
引
（
四
訂
版
）
』
に
も
、
「
一
般
世
帯
は

も
ち
ろ
ん
、
要
保
護
世
帯
、
あ
る
い
は
被
保
護

世
帯
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
生
活
実
態
を
観
察
す

る
と
、
月
々
の
生
活
費
と
は
別
に
一
定
額
の
家

計
上
の
繰
越
金
を
保
有
し
て
お
り
、
そ
れ
が
月
々

の
家
計
の
円
滑
な
回
転
を
助
け
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
月
々
の
生
活
費
に
し
て

も
日
々
均
等
に
消
費
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は

な
く
、
時
に
被
服
等
の
計
画
的
な
更
新
、
そ
の

他
の
た
め
に
弾
力
的
な
消
費
が
な
さ
れ
て
い
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
（
甲
32
）
。

こ
の
よ
う
に
、
要
保
護
世
帯
に
お
い
て
も
、
生

活
保
護
費
が
毎
月
均
等
に
消
費
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
「
弾
力
的
な
消
費
」
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
保
護
実
施
機
関
に
お
い
て
も
認
識

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
４
）
小

括

以
上
の
よ
う
に
、
被
告
ら
は
、
「
翌
月
へ
の
繰

越
金
」
や
「
貯
蓄
純
増
」
に
着
目
し
て
、
「
加

算
が
想
定
す
る
需
要
を
充
た
す
た
め
に
消
費
さ

れ
ず
、
少
な
か
ら
ず
貯
蓄
に
回
っ
て
い
る
」
と

す
る
が
、
む
し
ろ
老
齢
加
算
が
想
定
す
る
の
は
、

「
弾
力
的
な
消
費
」
が
必
要
と
な
る
も
の
で
あ

り
、
被
告
ら
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
。

第
四
「
専
門
委
員
会
手
続
の
妥
当
性
」
に
対
し

て
（
被
告
・
第
二
準
備
書
面
「
第
四
」
に
対
す

る
再
反
論
）

１

最
初
か
ら
結
論
あ
り
き
の
検
討
経
過

（
１
）
被
告
ら
の
主
張

原
告
ら
は
、
原
告
・
第
二
準
備
書
面
に
お
い
て
、

専
門
委
員
会
で
の
審
議
が
行
わ
れ
る
前
に
、
既

に
政
府
等
に
お
い
て
、
老
齢
加
算
を
廃
止
す
る

方
針
が
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
専
門
委
員
会

は
そ
の
政
府
の
方
針
を
意
識
し
た
う
え
で
審
議

を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
「
中
間
取

り
ま
と
め
」
は
老
齢
加
算
に
つ
い
て
「
廃
止
の

方
向
で
見
直
す
べ
き
」
と
す
る
が
、
そ
の
原
案

は
事
務
局
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

必
ず
し
も
専
門
委
員
会
で
の
各
委
員
の
意
見
を

正
確
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
を
指

摘
し
、
専
門
委
員
会
に
つ
い
て
、
「
最
初
か
ら

結
論
あ
り
き
の
検
討
経
過
」
で
あ
っ
た
と
主
張

し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
「
原
告
ら
の
主

張
す
る
よ
う
な
『
結
論
あ
り
き
』
の
経
過
で
は

な
い
」
と
主
張
す
る
。

そ
し
て
、
専
門
委
員
会
で
の
「
検
討
」
が
行
わ

れ
る
前
に
、
既
に
政
府
等
に
お
い
て
、
老
齢
加

算
を
廃
止
す
る
方
針
が
決
定
さ
れ
て
い
た
と
す

る
原
告
ら
の
主
張
に
対
し
て
は
、
「
平
成
一
二

年
の
『
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
法
案
』
の
国

会
附
帯
決
議
や
平
成
一
五
年
の
財
政
制
度
等
審

議
会
建
議
等
の
制
度
見
直
し
に
関
す
る
指
摘

（
乙
第
11
号
証
の
２
、
資
料
７
及
び
８
ペ
ー
ジ
）

等
が
相
次
い
で
な
さ
れ
た
の
は
、
生
活
保
護
法

が
制
定
さ
れ
て
五
〇
年
以
上
が
経
過
し
、
こ
の

間
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
照
ら
し
て
、
制

度
の
在
り
方
や
保
護
基
準
の
水
準
の
妥
当
性
に

つ
い
て
の
疑
問
が
各
方
面
か
ら
呈
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
っ
て
、
上
記
国
会
附
帯
決
議
等
の
存

在
は
、
専
門
委
員
会
に
お
い
て
制
度
見
直
し
の

検
討
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
理
由
の
一
つ
に
す

ぎ
な
い
」
と
主
張
す
る
（
32
頁
）
。

（
２
）
被
告
ら
の
主
張
の
失
当
性

ア

「
建
議
」
、
「
方
針
」
が
直
接
的
な
原
因

確
か
に
、
上
記
の
と
お
り
、
平
成
一
二
年
の
国

会
附
帯
決
議
が
生
活
保
護
制
度
見
直
し
の
契
機

と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
原
告
ら
も
そ

の
事
実
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
、
社
会
保
障
審
議
会
福
祉
部
会
に
お
い

て
専
門
委
員
会
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
の
は
平

成
一
五
年
七
月
二
八
日
で
あ
る
と
こ
ろ
、
財
務

大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
財
政
審
が
、
「
老
齢
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加
算
は
…
廃
止
に
向
け
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
」

と
の
建
議
を
行
っ
た
の
は
同
年
六
月
九
日
で
あ

り
、
こ
れ
を
受
け
て
内
閣
が
、
「
老
齢
加
算
等

の
扶
助
基
準
な
ど
制
度
、
運
営
の
両
面
に
わ
た

る
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
」
と
す
る
「
骨
太
の

方
針
」
を
閣
議
決
定
し
た
の
が
同
年
六
月
二
七

日
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
「
建
議
」
、
「
方
針
」

が
、
専
門
委
員
会
の
設
置
の
主
た
る
、
あ
る
い

は
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
「
建
議
」
、
「
方
針
」
が
、

専
門
委
員
会
で
の
議
論
の
在
り
方
に
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ

て
原
告
ら
は
、
「
最
初
か
ら
結
論
あ
り
き
の
検

討
経
過
」
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

イ

社
会
保
障
費
の
抑
制
が
目
的
で
あ
る
こ
と

そ
し
て
、
「
建
議
」
、
「
方
針
」
は
、
い
ず
れ

も
社
会
保
障
費
の
抑
制
を
、
「
我
が
国
財
政
上
、

最
大
の
構
造
問
題
」
（
甲
６
・
８
頁
）
、
「
財

政
上
の
最
大
の
問
題
」
（
甲
７
・
28
頁
）
と
位

置
づ
け
た
う
え
で
、
そ
の
手
段
と
し
て
老
齢
加

算
の
「
廃
止
に
向
け
た
検
討
」
、
「
見
直
し
」

を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
生
活
保
護
法
が
制
定
さ
れ
て

五
〇
年
以
上
が
経
過
し
、
こ
の
間
の
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
に
照
ら
し
て
、
制
度
の
在
り
方
や

保
護
基
準
の
水
準
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
疑
問

が
各
方
面
か
ら
呈
さ
れ
て
い
た
」
な
ど
と
い
う

の
は
、
表
面
的
あ
る
い
は
一
面
的
な
理
由
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ウ

平
成
一
六
年
度
予
算
の
方
針
と
し
て
老
齢

加
算
廃
止
が
決
定
さ
れ
た
こ
と

し
か
も
、
「
建
議
」
、
「
方
針
」
は
、
そ
れ
ぞ

れ
、
「
平
成
一
六
年
度
予
算
編
成
の
基
本
的
考

え
方
」
（
「
建
議
」
）
、
「
平
成
一
六
年
予
算

に
お
け
る
基
本
的
考
え
方
」
（
骨
太
の
方
針
）

と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
専
門
委
員
会
に
は
「
検
討
」
の
た

め
の
十
分
な
時
間
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
「
加
算
も
含
め
た
御
議
論
を
年
内

に
し
て
い
た
だ
く
」
（
乙
11
の
７
・
２
頁
）
と

い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
も
と
、
「
加
算
を
こ
の

委
員
会
で
積
極
的
に
取
っ
た
方
が
い
い
と
か
、

悪
い
と
い
う
ほ
ど
ま
だ
詰
め
た
議
論
が
十
分
に

な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
（
な
い
）
」
（
乙
11

の
11
・
６
頁
）
状
況
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
二
月
二
日
の
第
六
回
委
員
会
に
は
、
老

齢
加
算
を
「
廃
止
の
方
向
で
見
直
す
べ
き
で
あ

る
」
と
す
る
事
務
局
作
成
の
「
中
間
取
り
ま
と

め
（
案
）
」
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
政
府
に
お
い
て
は
、
専
門
委
員
会
で

「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」
が
示
さ
れ
る
や
、

こ
れ
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
正
式
な
「
中
間
取

り
ま
と
め
」
が
専
門
委
員
会
に
示
さ
れ
る
よ
り

前
の
一
二
月
五
日
に
は
老
齢
加
算
の
見
直
し
を

含
む
「
平
成
一
六
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方
針
」

を
閣
議
決
定
し
た
。

以
上
の
事
実
経
過
を
み
れ
ば
、
政
府
は
平
成
一

六
年
度
よ
り
老
齢
加
算
を
廃
止
あ
る
い
は
削
減

す
る
と
い
う
方
針
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
専
門

委
員
会
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
速
や
か
に

老
齢
加
算
を
廃
止
あ
る
い
は
削
減
す
る
と
い
う

政
府
の
方
針
を
合
理
化
す
る
内
容
の
提
言
を
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

エ

「
建
議
」
、
「
方
針
」
の
専
門
委
員
会
の

審
議
へ
の
影
響

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
方
針
、
専
門
委

員
会
へ
の
「
期
待
」
は
、
専
門
委
員
会
の
審
議

の
在
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
れ
は
委

員
の
以
下
の
発
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
最
初
か
ら
加
算
あ
り
き
と
い
う
の
は
、
こ
の

委
員
会
を
や
っ
た
意
味
が
な
い
」

（
第
五
回
京
極
、
乙
11
の
９
・
11
頁
）

「
こ
の
委
員
会
が
開
か
れ
た
背
景
に
財
政
審
の

建
議
等
で
老
齢
加
算
、
母
子
加
算
の
在
り
方
に

つ
い
て
見
直
せ
と
い
う
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

私
も
重
々
承
知
し
て
い
る
ん
で
す
」

（
第
六
回
大
川
、
乙
11
の
11
・
10
頁
）

こ
れ
ら
発
言
か
ら
も
、
専
門
委
員
会
が
行
っ
た

検
討
と
は
、
「
廃
止
に
向
け
た
検
討
」
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
を
も
っ
て
、
原
告
ら
は
、
「
最

初
か
ら
結
論
あ
り
き
の
検
討
経
過
」
と
主
張
し

た
の
で
あ
り
、
被
告
ら
の
「
反
論
」
は
失
当
で

あ
る
。

２

専
門
委
員
会
に
お
け
る
老
齢
加
算
の
検
討

経
過

（
１
）
被
告
ら
の
「
反
論
」
は
的
外
れ
で
あ
る

原
告
ら
は
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
」
の
内
容
は

専
門
委
員
会
の
「
意
見
集
約
」
で
あ
る
と
は
い

い
が
た
い
旨
主
張
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、

被
告
ら
は
、
第
六
回
委
員
会
の
議
事
録
に
「
一

度
委
員
の
先
生
方
に
は
ご
ら
ん
い
た
だ
い
た
上

で
、
確
認
し
て
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
も
っ
て

中
間
取
り
ま
と
め
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と
の

発
言
が
あ
っ
た
こ
と
及
び
「
中
間
取
り
ま
と
め
」

に
「
次
の
と
お
り
、
検
証
を
行
い
、
意
見
集
約

し
た
」
と
の
文
言
が
あ
り
、
両
論
併
記
や
少
数

意
見
の
付
記
が
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
「
中
間

取
り
ま
と
め
は
専
門
委
員
全
員
の
合
意
を
得
て

取
り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
」
と
「
反
論
」
す
る
（
32
〜
33
頁
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
原
告
ら
は
、
「
中
間
取
り
ま

と
め
」
が
こ
の
よ
う
に
形
式
上
、
「
意
見
集
約
」

と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の
「
実
態
」
を

み
る
と
、
全
く
各
専
門
委
員
の
意
見
を
集
約
し

て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
り
、
被
告

ら
の
「
反
論
」
は
的
外
れ
で
あ
る
。

（
２
）
老
齢
加
算
の
廃
止
に
「
賛
成
す
る
意
見
」

に
つ
い
て

な
お
、
被
告
ら
は
、
「
老
齢
加
算
の
廃
止
に
つ

い
て
は
、
原
告
ら
の
引
用
す
る
反
対
意
見
だ
け

で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
賛
成
す
る
意
見
も
あ

る
」
と
す
る
が
（
33
頁
）
、
こ
の
よ
う
な
主
張

自
体
、
老
齢
加
算
の
廃
止
に
つ
い
て
賛
成
す
る

意
見
の
方
が
少
数
意
見
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す

る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
被
告
ら
は
、
「
賛
成
す
る
意
見
」
と

し
て
、
第
四
回
委
員
会
に
お
け
る
八
田
委
員
の

発
言
、
第
五
回
委
員
会
に
お
け
る
麻
生
委
員
の

発
言
、
第
五
回
委
員
に
お
け
る
京
極
委
員
の
発

言
を
挙
げ
る
が
、
こ
れ
ら
発
言
も
今
般
の
老
齢

加
算
廃
止
措
置
の
正
当
性
を
根
拠
づ
け
得
る
も

の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
被
告
ら
が
挙
げ
る
こ
れ
ら
発
言
の

う
ち
、
麻
生
委
員
の
発
言
、
京
極
委
員
の
発
言

は
、
「
老
齢
加
算
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
疑
問

を
呈
し
て
い
る
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

積
極
的
に
老
齢
加
算
の
削
減
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
の
は
八
田
委
員
の
発
言
の
み
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
八
田
委
員
の
発
言
内
容
も
「
長

期
的
に
は
減
ら
し
て
い
く
べ
き
」
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
必
ず
し
も
老
齢
加
算
の
「
廃
止
」
に

賛
成
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

他
方
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」
が
「
廃

止
の
方
向
で
見
直
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い

る
こ
と
に
対
し
て
、
委
員
か
ら
強
い
反
対
意
見

が
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
既
に
紹
介
し
た
と
お
り

で
あ
る
（
原
告
・
第
二
準
備
書
面
66
〜
67
頁
等
）
。

以
上
の
事
実
を
み
て
も
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
」

に
お
け
る
「
廃
止
の
方
向
で
見
直
す
べ
き
で
あ

る
」
と
の
文
言
が
、
正
し
く
専
門
委
員
会
に
お
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け
る
意
見
を
「
集
約
」
し
た
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

３

中
間
取
り
ま
と
め
の
た
だ
し
書

（
１
）
「
文
理
」
に
つ
い
て

被
告
ら
は
、
中
間
取
り
ま
と
め
の
た
だ
し
書
に

つ
い
て
、
文
理
上
廃
止
の
前
提
条
件
と
は
解
さ

れ
な
い
と
し
た
う
え
で
、
「
『
老
齢
加
算
の
廃

止
』
が
、
意
見
集
約
し
た
具
体
的
な
提
言
で
あ
っ

て
、
た
だ
し
書
以
下
に
書
か
れ
て
い
る
事
項
は
、

今
後
検
討
が
必
要
な
事
項
と
し
て
理
解
す
べ
き

も
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
34
頁
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
文
理
」
を
云
々
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
」
は
「
加
算
そ

の
も
の
に
つ
い
て
は
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

文
理
上
、
代
替
措
置
を
と
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

ま
た
、
「
廃
止
の
方
向
で
見
直
す
べ
き
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
廃
止
す
べ
き
」

と
は
し
て
い
な
い
。

「
『
老
齢
加
算
の
廃
止
』
が
、
意
見
集
約
し
た

具
体
的
な
提
言
」
で
あ
る
と
す
る
被
告
ら
の
主

張
こ
そ
失
当
で
あ
る

（
２
）
被
告
ら
主
張
の
「
専
門
委
員
会
に
お
け

る
審
議
経
過
」
に
つ
い
て

さ
ら
に
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
専
門
委
員
会

に
お
け
る
審
議
経
過
及
び
「
中
間
取
り
ま
と
め
」

に
た
だ
し
書
が
加
え
ら
れ
た
経
過
を
み
れ
ば
、

被
告
ら
の
主
張
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

こ
の
点
、
被
告
ら
は
、
「
専
門
委
員
会
に
お
け

る
審
議
経
過
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
主
張

を
行
っ
て
い
る
。

ア

京
極
委
員
の
発
言
に
つ
い
て

ま
ず
、
被
告
ら
は
、
「
た
だ
し
書
が
附
さ
れ
た

経
緯
に
つ
い
て
、
第
六
回
専
門
委
員
会
の
議
事

録
を
み
る
と
、
原
告
ら
が
引
用
す
る
慎
重
意
見

の
発
言
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
発
言
を
受
け

て
、
京
極
委
員
は
、
『
こ
れ
は
デ
ー
タ
も
出
し

て
か
な
り
議
論
し
た
と
こ
ろ
な
ん
で
、
（
略
）

今
ま
で
議
論
し
た
こ
と
を
元
に
戻
し
て
、
せ
っ

か
く
こ
こ
ま
で
事
務
局
も
あ
れ
だ
け
細
か
い
資

料
を
つ
く
っ
て
、
デ
ー
タ
的
に
も
検
証
し
て
き

た
わ
け
な
の
で
、
出
だ
し
に
戻
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
』
と
述
べ
、
老
齢
加

算
の
廃
止
の
方
向
性
が
、
細
か
い
デ
ー
タ
に
基

づ
き
検
証
さ
れ
、
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
上
で
の
結
論
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
注
意

喚
起
し
て
い
る
」
と
主
張
す
る
（
34
〜
35
頁
）
。

し
か
し
、
京
極
委
員
の
上
記
発
言
は
、
事
務
局

作
成
の
「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」
が
そ
れ

ま
で
の
議
論
の
経
過
を
反
映
し
て
い
な
い
こ
と

に
委
員
の
間
か
ら
批
判
、
異
論
が
出
さ
れ
た
こ

と
に
対
し
て
、
「
出
だ
し
に
戻
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
」
と
し
て
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」

を
既
成
事
実
と
し
て
追
認
す
る
よ
う
求
め
て
い

る
に
過
ぎ
ず
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
」
の
内
容

が
専
門
委
員
会
の
「
意
見
集
約
」
で
あ
る
と
の

被
告
ら
の
主
張
を
根
拠
付
け
る
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
」
の
た
だ
し
書
に

つ
い
て
、
老
齢
加
算
廃
止
の
前
提
条
件
で
は
な

い
と
す
る
被
告
ら
の
主
張
を
根
拠
付
け
る
も
の

で
も
な
い
。

イ

岩
田
委
員
長
の
発
言
に
つ
い
て

ま
た
、
被
告
ら
は
、
上
記
主
張
に
続
け
て
、

「
ま
た
、
岩
田
委
員
長
か
ら
は
、
『
第
一
類
費

の
年
齢
別
が
そ
も
そ
も
マ
ー
ケ
ッ
ト
バ
ス
ケ
ッ

ト
時
代
の
カ
ロ
リ
ー
で
計
算
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
に
代
わ
る
何
ら
か
の
合
理
的
な
社
会
参
加

の
基
準
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
な
か
な
か
難
し

い
。
』
と
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
費
用
に
関
す

る
基
準
を
新
た
に
策
定
す
る
上
で
の
技
術
的
困

難
さ
、
及
び
専
門
委
員
会
に
お
い
て
は
、
そ
の

点
、
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え

た
発
言
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
（
35

頁
）
。

し
か
し
、
岩
田
委
員
長
の
上
記
発
言
の
前
に
は
、

岡
部
委
員
に
よ
る
、
「
加
算
に
関
し
て
は
廃
止

を
前
提
に
と
い
う
形
の
記
述
に
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
廃
止
を
す
る
な
ら
ば
そ
れ
に
当
た
る

代
替
措
置
を
と
い
う
形
で
議
論
が
進
め
ら
れ
た

と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
そ
う
い

う
ふ
う
に
表
現
上
変
え
て
い
た
だ
く
と
い
う
形

が
、
こ
の
委
員
会
の
中
で
は
一
番
適
当
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
」
と
の
発
言
が
あ
る
（
乙
11

の
11
・
11
頁
）
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
同
委
員
か
ら
は
、
「
廃
止

と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
て
、
内
容
的
に
精
査
し
、
そ
れ
ぞ
れ

必
要
な
と
こ
ろ
に
実
質
的
に
そ
れ
を
復
元
す
る

よ
う
な
制
度
的
な
仕
組
み
に
や
っ
て
い
く
と
い

う
形
の
整
理
で
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
ん
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
の
発
言
が
な

さ
れ
て
い
る
（
同
12
頁
）
。

岩
田
委
員
長
の
上
記
発
言
は
こ
の
岡
部
委
員
の

発
言
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
岩
田
委
員
長
は
被
告
ら
が
引
用
す
る

上
記
発
言
に
続
け
て
、
「
高
齢
者
、
特
に
七
〇

歳
以
上
の
高
齢
の
生
活
保
護
利
用
者
、
あ
る
い

は
高
齢
者
に
対
す
る
貧
困
基
準
と
し
て
の
生
活

保
護
基
準
が
現
在
よ
り
大
幅
に
下
回
る
と
い
う

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
い
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
な

工
夫
、
そ
し
て
、
実
態
か
ら
そ
れ
ほ
ど
ず
れ
な

い
と
い
う
よ
う
な
工
夫
は
も
ち
ろ
ん
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
文
言
は

少
し
変
え
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と

述
べ
て
い
る
（
同
12
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
岩
田

委
員
長
は
、
仮
に
老
齢
加
算
を
廃
止
す
る
と
し

も
、
高
齢
者
世
帯
の
最
低
生
活
基
準
が
維
持
さ

れ
る
よ
う
代
替
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
確
認

し
た
う
え
、
そ
の
こ
と
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
に

「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」
の
文
言
を
修
正

す
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

被
告
ら
は
、
岩
田
委
員
長
の
発
言
に
つ
い
て
、

全
体
の
趣
旨
と
は
離
れ
て
恣
意
的
に
一
部
分
の

み
を
取
り
上
げ
て
、
自
己
の
主
張
の
根
拠
と
し

て
い
る
が
失
当
で
あ
る
。

ウ

事
務
局
の
発
言

さ
ら
に
、
被
告
ら
は
、
「
そ
し
て
、
事
務
局
か

ら
は
、
原
案
の
趣
旨
に
つ
い
て
の
補
足
説
明
と

し
て
、
『
事
務
局
の
方
か
ら
一
点
補
足
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
略
）
そ
の
辺

り
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
重
要
な
意
見
集
約
が

な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
事
務
局
は

考
え
ま
し
て
、
先
ほ
ど
の
よ
う
な
ボ
ツ
の
一
つ

目
の
よ
う
な
表
現
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
』

と
し
て
、
社
会
参
加
費
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ま
で
の
議
論
を
振
り
返
っ
て
、
重
要
な
意
見
集

約
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て

い
る
」
と
主
張
す
る
（
35
〜
36
頁
）
。

し
か
し
、
上
記
事
務
局
の
発
言
は
、
「
中
間
取

り
ま
と
め
（
案
）
」
が
高
齢
者
の
社
会
参
加
費

用
に
つ
い
て
の
委
員
会
で
の
議
論
を
反
映
し
て

い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
、
委
員
か
ら
の
批
判

に
対
す
る
弁
明
、
弁
解
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
、

そ
の
「
認
識
」
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
て
修
正
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
事
務

局
の
発
言
は
何
ら
被
告
ら
の
主
張
を
根
拠
付
け

る
も
の
で
は
な
い
。

（
３
）
た
だ
し
書
が
加
え
ら
れ
た
経
緯

「
中
間
取
り
ま
と
め
」
に
お
い
て
た
だ
し
書
が

13



加
え
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
改
め
て
指
摘
す
る

と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」
が

示
さ
れ
た
時
点
で
、
「
加
算
を
こ
の
委
員
会
で

積
極
的
に
取
っ
た
方
が
い
い
と
か
、
悪
い
と
い

う
ほ
ど
ま
だ
詰
め
た
議
論
が
十
分
に
な
さ
れ
て

い
る
と
は
言
え
（
な
い
）
」
状
況
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
老
齢
加
算
の
廃
止
に
賛

成
す
る
意
見
は
少
数
意
見
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
、

「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」
が
「
廃
止
の
方

向
で
見
直
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
、
委
員
か
ら
強
い
反
対
意
見
が
出
さ

れ
た
こ
と
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
委
員
会
に
お
い
て
中
心

的
に
議
論
さ
れ
て
い
た
の
は
、
高
齢
者
に
特
有

な
社
会
生
活
に
必
要
な
費
用
等
の
需
要
が
あ
る

と
の
共
通
認
識
の
も
と
、
高
齢
者
世
帯
の
最
低

生
活
基
準
を
ど
の
よ
う
に
し
て
維
持
す
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
岩
田
委
員
長
が
、
第
四
回

委
員
会
に
お
い
て
、
「
私
の
考
え
は
、
ま
ず
加

算
を
廃
止
し
て
、
そ
の
後
の
対
応
を
考
え
る
と

い
う
議
論
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
（
略
）
仮

に
加
算
と
し
て
は
な
く
し
て
も
い
い
と
い
う
結

論
に
達
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
代
わ
り
に
こ

う
い
う
仕
組
み
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
を
、
セ
ッ

ト
で
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
述

べ
、
こ
れ
に
対
し
て
事
務
方
の
岡
田
保
護
課
長

も
、
「
今
、
委
員
長
が
言
わ
れ
た
と
お
り
で
よ

ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
岩
田

委
員
長
の
意
見
に
同
意
し
て
お
り
（
乙
11
の
７

９
〜
10
頁
）
、
仮
に
老
齢
加
算
を
廃
止
す
る

と
し
て
も
こ
れ
に
対
す
る
代
替
措
置
を
「
セ
ッ

ト
で
」
採
り
、
決
し
て
老
齢
加
算
の
削
減
・
廃

止
の
み
を
行
わ
な
い
こ
と
こ
そ
が
専
門
委
員
会

で
の
議
論
の
前
提
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
も
か
わ
ら
ず
、
「
中
間
取

り
ま
と
め
（
案
）
」
で
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論

の
経
過
が
全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
第

六
回
委
員
会
で
は
、
上
記
の
と
お
り
、
「
廃
止

を
す
る
な
ら
ば
そ
れ
に
当
た
る
代
替
措
置
を
と

い
う
形
で
議
論
が
進
め
ら
れ
た
と
記
憶
し
て
お

り
ま
す
。
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
表
現

上
変
え
て
い
た
だ
く
と
い
う
形
が
、
こ
の
委
員

会
の
中
で
は
一
番
適
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ま

す
」
と
の
発
言
（
岡
部
、
乙
11
の
11
・
11
頁
）

な
ど
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」
を
批
判

し
、
修
正
を
求
め
る
意
見
が
続
出
し
た
。

そ
の
結
果
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」
で

は
少
数
意
見
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
高
齢
者

に
特
有
な
社
会
生
活
に
必
要
な
費
用
に
関
す
る

記
述
が
、
「
廃
止
の
方
向
で
見
直
す
べ
き
」
と

「
一
体
な
も
の
」
（
乙
11
の
11
・
13
頁
）
と
さ

れ
、
さ
ら
に
は
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
（
案
）
」

に
は
な
か
っ
た
「
加
算
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
」

と
の
文
言
及
び
「
高
齢
者
世
帯
の
最
低
生
活
基

準
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
」
と
の
文
言
も
付
け
加

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
老
齢
加
算
の
削
減
が
実
施
さ
れ
た
後
の

第
一
四
回
委
員
会
に
お
い
て
、
岩
田
委
員
長
が
、

「
老
齢
加
算
の
廃
止
だ
け
が
ち
ょ
っ
と
先
行
し

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
私
と
し
て
は
正
直
言
っ

て
大
変
残
念
で
し
て
」
と
述
べ
て
（
甲
15
・
10

頁
）
、
代
替
措
置
を
と
る
こ
と
な
く
先
行
し
て

老
齢
加
算
の
削
減
の
み
を
強
行
し
た
こ
と
を
批

判
し
、
ま
た
、
布
川
委
員
も
そ
の
論
文
に
お
い

て
「
専
門
委
員
会
の
提
言
を
も
と
に
老
齢
加
算

の
縮
減
・
廃
止
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
厚
労
省
が
実
際
に
行
っ
た
こ
と
は
手
順

を
誤
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
の

批
判
を
し
て
い
る
こ
と
（
甲
13
）
も
、
既
に
指

摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
を
み
れ
ば
、
老
齢
加
算
を
廃

止
す
る
場
合
に
も
、
代
替
措
置
を
と
る
こ
と
に

よ
り
高
齢
者
世
帯
の
最
低
生
活
基
準
が
維
持
さ

れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
よ
う
や
く

「
廃
止
の
方
向
で
見
直
す
べ
き
」
と
の
文
言
が

各
委
員
に
容
認
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
た
だ
し
書

は
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
趣
旨
で
加
え
ら

れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
４
）
「
裁
量
権
の
範
囲
内
」
と
の
主
張
に
対

し
て

被
告
ら
は
、
「
た
だ
し
書
は
、
引
き
続
き
検
討

が
必
要
な
事
項
と
し
て
提
言
し
た
も
の
」
と
し

た
上
で
、
「
中
間
取
り
ま
と
め
に
お
け
る
様
々

な
提
言
に
つ
い
て
は
、
順
次
、
行
政
庁
内
部
に

お
い
て
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
い
つ
ど

の
よ
う
に
実
施
す
る
か
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

合
目
的
的
裁
量
権
の
範
囲
内
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」
と
主
張
す
る
（
36
〜
37
頁
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
専
門
委
員
会
に
お
い
て
、

「
加
算
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
廃
止
の
方
向
で

み
な
お
す
べ
き
」
と
し
つ
つ
、
「
高
齢
者
世
帯

の
最
低
生
活
基
準
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
引
き
続

き
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
提
言
が
な
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
加
算
の

廃
止
の
み
を
行
っ
た
場
合
に
は
高
齢
者
世
帯
の

最
低
生
活
基
準
が
維
持
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
高
齢
者
世
帯
の
最
低
生
活
基
準
が
維

持
で
き
な
い
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
、
厚

生
労
働
大
臣
の
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と

は
論
を
俟
た
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
高
齢
者
世
帯
の
最
低
生
活
基
準

が
維
持
さ
れ
る
よ
う
代
替
措
置
を
と
る
こ
と
は
、

老
齢
加
算
を
廃
止
す
る
場
合
の
前
提
条
件
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
本
件
老
齢
加

算
廃
止
措
置
が
違
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上

14

東
京
生
存
権
裁
判
の
「
第
５
準

備
書
面
」
で
す
。
①
横
書
き
を

縦
書
き
に
修
正
し
、
②
数
字
を

漢
数
字
に
変
換
し
ま
し
た
。
③

ゴ
シ
ッ
ク
体
を
見
出
し
に
使
い

ま
し
た
。

元
原
稿
に
手
を
入
れ
た
た
め
の

間
違
い
は
ご
容
赦
下
さ
い
。

と
く
に
各
所
で
指
定
さ
れ
る
準

備
書
面
の
頁
数
は
全
く
役
に
立

た
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
パ
ン
フ
は
10
月

24
日
時
点
の
も
の
を
も
と
に
し

ま
し
た
。

都
生
連
事
務
局
②



（別表　１）

単身世帯の消費支出額（生活扶助相当の内容について）
（１）　全体平均における消費支出額（生活扶助相当）
全国消費実態調査特別集計（平成１１年）                                     （月平均・単位：円）
                         60～69歳70歳以上 構成比 消費支出を合 格差 特別
                         無職世帯 わせた場合 需要額
                         （Ａ） （Ｂ） 60～69歳 70歳以上 （Ｃ） （Ｃ／Ａ） （Ｃ）－（Ａ）
生活扶助相当額           118,209 107,664 100 110 118,209 100.0 
１類相当              61,558 52,287 52 44 57,408 93.3 
食料               39,180 36,388 33 31 39,952 102.0 
魚介類 4,758 4,404 4  4  4,835 101.6 77
野菜・海藻 5,745 5,434 5  5  5,966 103.9 221
果物 2,988 2,989 3  3  3,282 109.8 294
調理食品 3,623 3,440 3  3  3,777 104.2 154
飲料 1,608 1,588 1  1  1,744 108.4 136
酒類 1,782 1,276 2  1  1,401 78.6 
外食 6,825 5,700 6  5  6,258 91.7 
（その他） 11,851 11,557 10 10 12,689 107.1 838

被服及び履き物     8,484 5,972 7  5  6,557 77.3 
洋服 2,878 1,982 2  2  2,176 75.6 
（その他） 5,606 3,990 5  3  4,381 78.1 

交通・通信          3,513 2,222 3  2  2,440 69.4 
教養娯楽           3,501 2,048 3  2  2,249 64.2 
その他の消費支出   6,880 5,656 6  5  6,210 90.3 
諸雑費 6,647 5,456 6  5  5,990 90.1 
（その他） 233 200 0  0  220 94.2 

２類相当              56,651 55,377 48 47 60,801 107.3 
住居               217 168 0  0  184 85.0 
光熱・水道          10,120 10,092 9  9  11,080 109.5 960
家具・家事用品      8,292 4,803 7  4  5,273 63.6 
保健医療           3,048 2,553 3  2  2,803 92.0 
交通・通信          6,393 6,363 5  5  6,986 109.3 
通信 5,618 5,150 5  4  5,654 100.6 36
（その他） 775 1,213 1  1  1,332 171.8 557

教養娯楽           11,271 13,747 10 12 15,093 133.9 
教養娯楽用品 4,360 3,390 4  3  3,722 85.4 
書籍・他の印刷物 3,795 7,103 3  6  7,799 205.5 4,004
（その他） 3,116 3,254 3  3  3,573 114.7 457

その他の消費支出   17,309 17,651 15 15 19,380 112.0 
諸雑費 3,300 3,150 3  3  3,459 104.8 159
交際費 14,010 14,501 12 12 15,921 113.6 1,911

                                                                      合計  9,804



（別表　２）

単身世帯の消費支出額（生活扶助相当の内容について）
（２）　第Ⅰ－５分位における消費支出額（生活扶助相当）
全国消費実態調査特別集計（平成１１年）                                     （月平均・単位：円）
                         60～69歳 70歳以上 構成比 消費支出を合 格差 特別
                         無職世帯 わせた場合 需要額
                         （Ａ） （Ｂ） 60～69歳 70歳以上 （Ｃ） （Ｃ／Ａ） （Ｃ）－（Ａ）
生活扶助相当額           76,761 65,844 100 100 76,761 100.0 
１類相当              42,838 35,702 56 54 41,621 97.2 
食料               27,807 25,862 36 39 30,150 108.4 
魚介類 3,917 3,225 5  5  3,760 96.0 
野菜・海藻 4,750 4,450 6  7  5,188 109.2 438
果物 2,234 2,330 3  4  2,716 121.6 482
調理食品 3,159 2,591 4  4  3,021 95.6 
飲料 1,179 1,336 2  2  1,558 132.1 379
酒類 1,183 707 2  1  824 69.7 
外食 1,671 2,406 2  4  2,805 167.9 1,134
（その他） 9,714 8,817 13 13 10,279 105.8 565

被服及び履き物     6,537 3,897 9  6  4,543 69.5 
洋服 2,783 1,639 4  2  1,911 68.7 
（その他） 3,754 2,258 5  3  2,632 70.1 

交通・通信          1,583 1,229 2  2  1,433 90.5 
教養娯楽           2,273 840 3  1  979 43.1 
その他の消費支出   4,638 3,874 6  6  4,516 97.4 
諸雑費 4,638 3,859 6  6  4,499 97.0 
（その他） 0  15 0  0  17 17

２類相当              33,923 30,141 44 46 35,138 103.6 
住居               128 163 0  0  190 148.5 62
光熱・水道          8,491 7,559 11 11 8,812 103.8 321
家具・家事用品      4,464 3,061 6  5  3,569 79.9 
保健医療           2,804 1,295 4  2  1,510 53.8 
交通・通信          5,492 4,437 7  7  5,173 94.2 
通信 5,055 3,784 7  6  4,411 87.3 
（その他） 437 653 1  1  761 174.2 324

教養娯楽           6,794 4,871 9  7  5,679 83.6 
教養娯楽用品 2,520 1,806 3  3  2,105 83.5 
書籍・他の印刷物 3,074 2,204 4  3  2,569 83.6 
（その他） 1,200 861 2  1  1,004 83.6 

その他の消費支出   5,751 8,756 7  13 10,208 177.5 
諸雑費 1,583 1,711 2  3  1,995 126.0 412
交際費 4,167 7,045 5  11 8,213 197.1 4,046

                                                                      合計  8,180



（別表　３）

単身世帯の消費支出額（生活扶助相当の内容について）
（３）　第Ⅰ－１０分位における消費支出額（生活扶助相当）
全国消費実態調査特別集計（平成１１年）                                     （月平均・単位：円）
                         60～69歳 70歳以上 構成比 消費支出を合 格差 特別
                         無職世帯 わせた場合 需要額
                         （Ａ） （Ｂ） 60～69歳 70歳以上 （Ｃ） （Ｃ／Ａ） （Ｃ）－（Ａ）
生活扶助相当額           79,817 62,277 100 100 79,817 100.0 
１類相当              45,997 34,003 58 55 43,580 94.7 
食料               27,225 25,045 34 40 32,099 117.9 
魚介類 3,793 3,270 5 5 4,191 110.5 398
野菜・海藻 4,303 4,318 5 7 5,534 128.6 1,231
果物 2,192 2,151 3 3 2,757 125.8 565
調理食品 3,043 2,048 4 3 2,625 86.3 
飲料 1,094 1,412 1 2 1,810 165.4 716
酒類 1,469 754 2 1 966 65.8 
外食 2,002 2,576 3 4 3,302 164.9 1,300
（その他） 9,329 8,516 12 14 10,914 117.0 1,585

被服及び履き物     8,852 3,809 11 6 4,882 55.1 
洋服 4,236 1,743 5 3 2,234 52.7 
（その他） 4,616 2,066 6 3 2,648 57.4 

交通・通信          1,882 1,289 2 2 1,652 87.8 
教養娯楽           2,795 375 4 1 481 17.2 
その他の消費支出   5,242 3,486 7 6 4,468 85.2 
諸雑費 5,242 3,458 7 6 4,432 84.5 
（その他） 0 28 0 0 36 36

２類相当              33,820 28,274 42 45 36,237 107.1 
住居               222 40 0 0 51 23.1 
光熱・水道          8,421 7,506 11 12 9,620 114.2 1,199
家具・家事用品      5,396 3,026 7 5 3,878 71.9 
保健医療           2,153 1,325 3 2 1,698 78.9 
交通・通信          4,622 4,429 6 7 5,676 122.8 
通信 4,205 3,857 5 6 4,943 117.6 738
（その他） 417 572 1 1 733 175.8 316

教養娯楽           7,567 4,116 9 7 5,275 69.7 
教養娯楽用品 2,664 1,476 3 2 1,892 71.0 
書籍・他の印刷物 3,926 1,800 5 3 2,307 58.8 
（その他） 977 840 1 1 1,077 110.2 100

その他の消費支出   5,440 7,831 7 13 10,037 184.5 
諸雑費 2,234 1,233 3 2 1,580 70.7 
交際費 3,206 6,599 4 11 8,458 263.8 5,252

                                                                      合計  13,435


